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平成22年度の診療報酬改定等に関連し、以下の通り意見を提出いたします。  

診療報酬の引き上げを求める声が強まっているが、改定率の検討にあたっ  

ては、昨今の経済情勢、健保組合の財政情勢などに十分配慮することが必  

要と考える。  

質の高い医療をいかに効率的に提供するかという点は今後とも重要な課  

題である。また、病院・診療所の再診料の格差是正は引き続きの検討課題  

である。特に、昨今問題視されている分野（産科・小児科をはじめとする  

病院の勤務医の負担軽減策、救急医療対策など）には重点的に手当てする  

など、選択と集中の考え方を基本とすべきでないか。  

医療提供体制のほころびの解消に向けて、本予算、補正予算などで各種の  

対策が実施されているところであるが、こうした対策と、診療報酬上の手  

当ての双方の役割分担を明確化するとともに、重複感を排除しつつ、相乗  

効果を生むような工夫が必要である。  

社会保障国民会議での検討とこれに続く「中期プログラム」において、医  

療改革の方向性はすでに示されている。今後、いっまでに誰が何を実施す  

るのか、より具体的な工程に落とし込んで実現を図ることが必要だ。  

以上   
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平成20年度診療報酬改定の基本方針  

平成19年12月 3 日  
社会保障審議会医療保険部会  

社会保障審議会医療部会  

1 平成20年度診療報酬改定に係る基本的考え方  

（1）国民の健康・長寿という人間にとって一番大事な価値を実現するためには、   

国民の安心の基盤として、質の高い医療を効率的に提供する医療提供体制の   

構築と、将来にわたる国民皆保険制度の堅持とが不可欠であり、各地域で必   

要な医療の確保を図るためにも、不断の取組が求められるム  

（2）したがって、今回改定においても、前回改定に際して当部会が策定した「平   

成18年度診療報酬改定の基本方針」（平成17年11月）に示した「基本的   

な医療政策の方向性」、「4つの視点」等（別紙参照）を基本的に継承しつつ、   

以下の現状を十分に認識して対応するべきである。  

（3）すなわち、現在、産科や小児科をはじめとする医師不足により、地域で必   

要な医療が受けられないとの不安が国民にある。医療は地域生活に欠くべか   

らざるものであり、誰もが安心t納得して地域で必要な医療を受けられるよ   

う、また、地域の医療従事者が誇りと達成感を持って働ける医療現場を作っ   

ていけるよう、万全を期す必要がある。  

（4）平成20年度診療報酬改定は、保険財政の状況、物価・賃金等のマクロの   

経済指標の動向、全国の医療機関の収支状況等を踏まえつつ、基本的な医療   

政策の方向性や地域医療を巡る厳しい現状を十分に認弼した上で行う必要が   

ある。具体的には、医師確保対策として、産科や小児科をはじめとする病院   

勤務医の負担軽減を重点的に図ることについて、今回診療報酬改定における   

全体を通じた緊急課題として位置付けるべきである。   



2 今回改定の基本方針（緊急課題と4つの視点から）  

【緊急課題】産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減   

産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担軽減を図るためには、産科  

や小児科への重点評価を行いつつ－、病院内での取組及び病院が所在する地域  

での取組を推進することが必要となる。   

（産科・小児科への重点評価）  

ア 産科や小児科の診療科における病院勤務医の負担軽減を図る観点から、産   

科医療については、′ 

また、小児医療については、これまでの評価の充実等も踏まえつつ、特に手   

厚い体制の専門的な医療を提供する医療機関に対しての評価の在り方につ   

いて検討するべきである。   

（診療所・病院の役割分担等）  

イ 病院勤務医の負担軽減や診療所と病院との機能分担と相互連携を進める観   

点から、診療所における夜間開業の評価の在り方や、大病院が入院医療の比   

重首高めていくことを促進する評価の在り方について検討するべきである。   

（病院勤務医の事務負担の軽減）  

ウ ′病院勤務医の負担軽減を重点的に図るためには、医師が必ずしも自ら行う   

必要のない書類作成等の業務にういて、医師以外の者に担わせることができ   

る体制の充実を促進するための評価の在り方について検討するべきである。  

欄（QOL）を高める医療を実喝  
する視点   

患者にとって安全一安心一納得の医療を実現するために 

てわかりやすい医療としていくことが前提であり、一恵者に対し医療に関する積  

極的な情報提供を推進していくことが必要であるとともに、患者の生活の質  

（QOL）を高める医療を提供していくことが必要である。  

「
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（医療費の内容の情報提供）  

ア 平成18年度診療報酬改定では、保険医療機関に対し医療費の内容の分か   

る領収書の発行を義務付けたが、さらに、患者の要請に応じて医療機関が明   

細書を発行する仕組みの在り方について検討するべきである。   

（分かりやすい診療報酬体系等）  

イ 平成18年度診療報酬改定では、診療報酬体系を患者にとって分かりやす   
いものとする取組を行ったが、医療費の内容の分かる領収書や明細書の発行   

の広がりも踏まえ、分かりやすさの観点からの診療報酬体系や個々の評価項   

目の算定要件について、さらに必要な見直しを行うべきである。   

（生活を重視した医療）  

り 患者の生活を重視する視点から、がん医療などについて、質を確保しつつ   

外来医療への移行を図るための評価の在り方について検討するべきである。   

また、例えば、生活習慣病に罷患した勤労者、自営業者等が無理なく継続し   

て受診できるよう、夕刻以降の診療所の開業の評価の在り方について、検討   

するべきである（緊急課題のイの一部再掲）。   

（保険薬局の機能強化）  

工 診療所の夜間開業等に伴い、患者が必要な医薬品の提供を受けられるよう   

にするため、地域単位での薬局における調剤の休日夜間や24時間対応の体   

制などに対する評価の在り方について検討するべきである。  

※ 「病院勤務医の事務員担の軽減」（緊急課題のり）は、この（1）の視点にも位置付けられ   

る。  

（2）掌卵視   
点   

質の高い医療を効率的に提供するため、地域の医療機能の適切な分化一連携  

を進め、急性期から回復期、慢性期を経て在宅療養への切れ目のない医療の流  

れを作り、患者が安心一納得して早く自宅に戻れるようにすることで、患者の  

生活の質（QOL）を高め、亭た、必要かつ十分な医療を受けつつトータルな  

治療期間（在院日数を含む。）が短くなる仕組みを充実していくことが必要で  

ある。  
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（質が高い効率的な入院医療の推進）  

ア 医療計画見直し等の医療法改正を踏まえ、病院等の医療機能の分イヒ・連携   

を図るとともに、医療資源．を効果的・効率的に投入することにより、必要か   

つ十分な医療を確保しつつ、引き続き、平均在院日数の短縮に取り組んでい   

くことが必要である。このため、入院医療の評価の在り方や、急性期入院医   

療における診断群分類別包括評価（DPC）の支払い対象病院の在り方や拡   

大等について、引き続き、検討するべきである。   

（質の評価手法の検討）  

イ 医療の質については、医師の経験年数や有すべき施設といった提供側が具   

備すべき要件を設けること等により確保してきたが、提供された医療の結果   

により質を評価する手法についても検討していくべきである。   

（医療ニーズに着目した評価）  

り 医療行為や7対1入院基本料等における医療従事者の配置について、真の   

医療ニーズや果たすべき役割に応じたものであるかどうかについて検討し、   

適切な評価の在り方について検討するべきである。   

（在宅医療の推進）  

工 在宅医療については、緩和ケアに関するニーズの高まりなど在宅医療が変  

化している状況を踏まえ、在宅療養支援診療所等を中心とした医療関係者間   

の連携や、 

看護等の充実を含め、在宅医療が更に推進されるような評価の在り方につい   

て検討するべきである。   

（歯科医療の充実）  

オ 歯科診療に関する指針の見直し等を踏まえ、口腔機能を含めた総合的な管   

理と併せ、歯や口嘩機能を長期的に維持する技術等についての評価の在り方   

について検討するべきである。  

※ 「産科暮」、児科への重点評価」（緊急課題のア）、「診療所・病院の役割分担等」（同イ）、   

「病院勤務医の事務負担の軽減」（同り）は、この（2）の視点にも位置付けられる。   



迎＿＿＿蓮垂三塁地史壬含鐘皇虫軋⊆糾〔．ミ＿してい＿く↑さ上闇ノれ鳩域の主ド仙¢！   

在り方について検討する視点   

我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域について  

は、国民の安心・納得や制度の持続可能性を確保し、経済・財政とも均衡がと  

れたものとするといった観点も踏まえつつ、その評価の在り方について検討し  

ていくことが必要である。  

′  

（がん医療の推進）  

ア「がん対策推進基本計画」に基づき、がん医療の推進が求められているが、   

放射線療法や化学療法の普及、がん医療の均てん化や緩和ケアの推進等のた   

めの評価の在り方について検討するべきである。   

（脳卒中対策）  

イ 脳卒中については、高齢化の進展とともに、患者数が急増しており、発症   

後生命が助かったとしても後遺症が発生する頻度が高いことから、医療計画   

に沿って、発症後早期の治療体制や地域連携クリテイカルパスを用いた円滑   

な医療提供体制の構築等が進むよう、評価の在り方について検討するべきで   

ある。   

（自殺対策・子どもの心の対策）  

り 我が国の自殺者の増加に対応するため、内科等で身体症状を訴える患者で   

うつ病等の可能性がある場合に精神科医療と連携する取組や、救急外来に搬   

送された自殺企図者に対して再度の自殺企図の防止のための精神科医を含   

めた総合的な診療が進むよう、評価の在り方について検討するべきである。  

また、子どもの心の問題については、必要な医療が十分に提供されるよう、   

長時間や長期間にわたることが多い外来診療や、心の問題を専門に取り扱う   

医療機関についての評価の在り方について検討するべきである。   

（医療安全の推進と新しい技術等の評価）  

エ 医療の基礎である医療安全の更なる向上の観点から、このための新しい取   

組等に対する評価の在り方を検討するべきである。また、医療技術等の進展   

と普及に伴い、新しい技術等について療養の給付の対象とするこ‘とを検討す   

るとともに、相対的に治療効果が低くなった技術等は、新しい技術への置換   

えが着実に進むよう、適正な評価の在り方について検討するべきである。  
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（イノベーション等の評価）  

オ 医薬品及び医療機器については、革新的な新薬等を適切に評価できるよう   

薬価制度等を見直す一方で、後発医薬品の更なる使用促進のための仕組みや   

環境整備の方策について検討するべきである。   

（オンライン化・IT化の促進）  

力 保険医療機関においては、レセプトのオンライン化が段階的に義務付けら   

れることとなっており、これを含めたIT化は、患者、医療機関、保険者、   

審査支払機関等それぞれにメリットがある。オンライン化が義務付けられる   

時期が到来していない保険医療機関において、引き続き、オンライン化への   

対応を含めたIT化が積極的に推進されるような評価の在り方について検討   

するべきである。  

※ 「産科・小児科への重点評価」（緊急課題のア）、「病院勤務医の事務負担の軽減」（同り）   

は、この（3）の視点にも位置付けられる。  

（4）轡こつし、   

て検討する視点   

国民の安心・納得や制度の持続可能性を確保し、経済・財政と均衡がとれた  

ものとするといった観点を踏まえつつ、今後重点的に対応していくべきと思わ  

れる領域の適切な評価を行っていくためには、医療費の配分の中で効率化余地  

があると思われる領域について、その適正化を図る方向で、評価の在り方につ  

いて検討していくことが必要である。   

（新しい技術への置換え）  

ア 医療技術等の進展と普及に伴い、新しい技術等について療養の給付の対象   

とすることを検討するとともに、相対的に治療効果が低くなった技術等は、   

新しい技術への置換えが着実に進むよう、適正な評価の在り方について検討   

するべきである（（3）の工の一部再掲）・。  

（後発品の使用促進等）  

イ 医薬品及び医療機器については、革新的な新薬等を適切に評価できるよう   

薬価制度等を見直す一方で、後発医薬品の更なる使用促進のための仕組みや   

環境整備の方策について検討するべきである（（3）のオの再掲）。   



（市場実勢価格の反映）  

り 医薬品、医療材料、検査等のいわゆる「もの代」については、市場実勢価   

格等を踏まえた適正な評価を進めるべきである。   

（医療ニーズに着目した評価）  

工 医療行為や7対1入院基本料等における医療従事者の配置について、真の   

医療ニーズや果たすべき役割に応じたものであるかどうかについて検討し、   

適切な評価の在り方について検討するべきである（（2）のりの再掲）。   

（その他効率化や適正化すべき項目）  

オ 平成18年度診療報酬改定においては、コンタクトレンズに係る診療等に   

関して適正化を行ったところであるが、実態を十分に踏まえて、さらに効率   

化・適正化すべきと認められる項目については、適正な評価を行うよう検討   

するべきである。  

3」後期高齢者医療の診療報酬体   

後期高齢者医療の新たな診療報酬体系については、「後期高齢者医療の診  

療報酬体系の骨子」（平成19年10月10日。後期高齢者医療の在り方に関  

する特別部会）が定められたところであるが⊥中央社会保険医療協議会（以  

下「中医協」という。）においては、この趣旨を十分に踏まえた上で審議が進  

められることを希望する。  

4 終わりに   

中医協におかれては、本基本方針の趣旨を十分に踏まえた上で、国民・患  

者の医療ニーズに即した具体的な診療報酬の改定案の審議を進められるこ  

とを希望する。  

了   



（別紙）  

平成18年度診療報酬改定の基本方針（抄）  

平成17 年11月 2 5 日  

社会保一陣審議会医療保険部会  

社会保障審議会医療部会  

1 平成18年度診療報酬改定に係る基本的考え方（抄）  

○ 今後の基本的な医療政策の方向性としては、  

・医療を受ける主体である患者本｛が、医療に積極的かつ主体的に参加し、必要な情率  

に基づき適切な選択を行うなど患者自身が選択して、●患者本人が求める医療を提供して  

いく、という患者本位の医療が提供される仕組みを構築していくこと   

■ 生活習慣病の予防に積極的に取り組むと 

あっても、早期に在宅に復帰し、生活の質（QOL）を高めながら、自らの生活の場に  

おいて必要な医療を受けることができる体制を構築していくこと  

・人口構成等の構造変化に柔軟に対応する 

の安心や制度の持続可能性を確保するといった観点から見直しを行い、経済一財政とも   

均轡がとれたものとするために過大・不必要な伸びを具体的に厳しく抑制することを通  

じて、将来にわたり国民皆保険制度を堅持していくこと   

が求められていると言える。  

○ 平成18、年度診療報酬改定は、保険財政の状況、物価・賃金等のマクロの経済指標の動  

向、全国の医療機関の収支状況等を踏まえつつ、今後の基本的な医療政策の方向性に係る   

上記のような認識に立って行われるべきであり、具体的には、以下の4つの視点から改定   

が行われるべきである。   

① 患者から見て分かりやすく、患者の生活の質（QOL）を高める医療を実現する視点   

② 質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化■連携を推進する視点   

③ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方  

に 

④ 医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価の在り方について検討  

する視点  

○ 具体的な診療報酬点数の設定に当たっては、基本的な医療政策の方向性を明確にしない   

まま診療報酬施策によって医療機関の診療行動や患者の受療行動を誘導しようとするので   

はなく、基本的な医療政策の方向性に沿って個別の診療報酬点数を設定していく中で対応   

していくことを基本とするべきである。   



○・一方、基本的な医療政策の方向性に必ずしも沿ったものではない医療については、単に   

診療報酬点数上の評価の適正化を行うだけでなく、「必要かつ適切な医療は基本的に保険診   

療により確保する」という国民皆保険制度の理念を基本に据えつつ、特に患者の選択に係   

るようなものについては、保険診療と保険外診療との併用を認める制度の活用により、応   

分の負担をしていただくことも含め、検討していくべきである。  
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後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子  

平硬19年10月10日  
社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に蘭する特別部会   

○ 第164回国会においては、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年   

法律第83号）が成立し、平成20年度から後期高齢者医療制度が創設されるこ   

ととなった。参議院厚生労働委員会の審議過程においては、当該制度に関して附   

帯決議（平成18年6月13日）がなされ、 

体系については、必要かつ適切な医療の確保を前提とし、その上でその心身の特   

性等にふさわしい診療報酬とするため、基本的な考え方を平成18年度中を目途   

に取りまとめ、国民的な議論に供した上で策定すること」とされた。  

○ 当特別部会では、この附帯決議を踏まえ、後期高齢者医療の在り方について、   

平成18年三秋より12回にわたり部会を開催し、議論等を重ねてきた。この中で   

は、有識者からのヒアリ 

り方に関する基本的な考え方」を取りまとめることと併せ、広く国民的な議論に   

供するべくパブリックコメントを実施するとともに、社会保障審議会医療保険部   
会及び医療部会において意見を聴取し、検討に当たっての参考としたところであ   

る。  

○ このような過程を経て、今般、平成20年4月に新たに創設される後期高齢者   

医療の診療報酬体系の骨子について、次のように取りまとめた。この趣旨を十分   

に踏まえた上で、今後、中央社会保険医療協議会におかれては、具体的な診療報   

酬案の検討が進められることを希望する。  

1．後期高齢者にふさわしい医療（基本的事項）  

○ 後期高齢者には、若年者と比較した場合、次に述べるような心身の特性がある。   

（1）老化に伴う生理的機能の低下により、治療の長期化、複数疾患への嘩患  

（特に慢性疾蜃）が見られる。   

（2）多くの高齢者に、症状の軽重は別として、認知症の問題が見られる。  

（3）新制度の被保険者である後期高齢者は、この制度の中で、いずれ避ける  
ことができない死を迎えることとなる。   

○ こうした心身の特性から、後期高齢者に対する医療には、次のような視点が必   

要である。  

・後期高齢者の生活を重視した医療  

一般に、療養生活が長引くことなどから、後期高齢者の医療は、高齢者の生   

活を支える錘の一つとして提供されることが重要である。そのためには、どの  
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ような介護・福祉サービスを受けているかを含め、本人の生活や家庭の状況等  

を踏まえた上での医療が求められる。   

・後期高齢者の尊厳に配慮した医療  

自らの意思が明らかな場合には、これを出来る限り尊重することは言うまで  

もないが、認知症等により自らの意思が明らかでない場合にも、個人として尊  

重され、人間らしさが保たれた環境においてその人らしい生活が送れるように   

配慮した医療が求められる。  

■ 後期高齢者及びその家族が安心・納得できる医療  

いずれ誰もが迎える死を前に、安らかで充実した生活が送れるように、安心  

して生命を預けられる信頼感のある医療が求められる。   

○ もとより、高血圧や糖尿病に対する各種指導や投薬■注射、骨折に対する手術   

等のように、後期高齢者に対する医療の多くは、その範囲や内容が74歳以下の   

者に対するものと大きく異なるものではなく、患者個々人の状態に応じて提供さ   

れることが基本となる。  

すなわち、医療の基本的な内容は、74歳以下の者に対する医療と連続してい   

るもので、75歳以上であることをもって大きく変わるものではない。   

○ これらのことからも、後期高齢者にふさわしい医療は、若年者、高齢者を通じ   

た医療全般のあるべき姿を見据えつつ、先に述べた後期高齢者の特性や基本的な   

視点を十分踏まえて、構築していくべきである。  

2．後期高齢者医療の診療報酬に  

○ 我が国の国民皆保険制度は「必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確   

保する」という理念を基本としている。高齢者に対する医療についても、これま   

で、この考え方に基づくとともに、累次の老人診療報酬の改定等により、在宅医   

療の推進、入院療養環境の向上や長期入院の是正、あるいは漫然・画一的な診療   
は行わないことや、複数医療機関での受診や検査、投薬等はみだりに行わないこ   

とといった取組を行ってきたところである。   

○ 後期高齢者医療制度の施行に伴う新たな診療報酬体系の構築に当たっては、診   

療報酬全体の在り方に係る検討を着実に進めながら、高齢者医療の現状を踏まえ、   

このような老人診療報酬の取組を更に進めるとともに、診療報酬全体の評価体系   

に加え、1，に述べた後期高齢者にふさわしい医療が提供されるよう、次に述べ   

る方針を基本とするべきである。  

11   



（1）外来医療について  

（後期高齢者を総合的に診る取組の推進）  

○ 前述の後期高齢者の心身の特性等を踏まえれば、外来医療においては、主治医   

は次のような役割を担うことが求められている。   

・患者の病歴、受診歴や服薬状況、他の医療機関の受診状況等を集約して把  

握すること。   
・基本的な日常生活の能力や認知機能、意欲等について総合的な評価を行い、  

結果を療養や生活指導で活用すること。   

・専門的な治療が必要な場合には、適切な医療機関に紹介し、治療内容を共  

有すること。  
主治医がこのような取組を進めるための診療報酬上の評価の在り方について   

検討するべきである。   

（薬歴管理）  

○ 外来医療を受ける後期高齢者は、服薬している薬の種類数が多いこと、入退院   

も少なくなく服薬に関わる医療関係者も多くなると考えられることから、薬の相   

互作用や重複投薬を防ぐ必要がある。このため、医療関係者（医師、歯科医師、   
薬剤師及び看護師）や患者自身が、服用している医薬品の情報を確認できるよう   

な方策を進めるための診療報酬上の評価の在り方について検討するべきである。   

（関係者、患者・家族との情報共有と連携）  
○ 外来医療を受ける後期高齢者は、他の医療や介護・福祉サービスが必要な場合   

や、現に受けている場合も少なくない。後期高齢者の生活を支えるた捌こは、受   
診歴、病歴、投薬歴などの情報や前述の総合的な評価の結果について、医療従事   

者間の情報の共有を進めるほか、介護・福祉サービスとの連携を進めるため、主   

治医等とケアマネジャーを中心として、相互の情報共有を進める必要がある。ま   

た、医療や介護・福祉サービスについて、患者や家族の選択等に資するために、   

患者や家族に対する情報共有を進める必要がある。  
必要なカンファレンスの実施等も含め、このような情報の共有と連携が進めら   

れるよう、診療報酬上の評価の在り方について検討するべきである。   

（2）入院医療について  

（退院後の生活を見越した計画的な入院医療）  

○・後期高齢者の生活を重視するという視点からも、慢性期のみならず急性期を含   

む入院医療において、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について   

総合的な評価を行うとともに、後期高齢者の入院時から、地域の主治医との適切  
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な連携の下、退院後にどのような生活を送るかということを念頭に置いた医療を   

行う必要がある。   

退院後の療養生活に円滑に移行するた捌こは、 

生活を見越した診療計画が策定され、それに基づく入院医療が提供されることが   

重要であり、このための診療報酬上の評価の在り方について検討するべきである。   

（入院中の評価とその結果の共有）  

○′退院後の後期高齢者の生活を支えるには、入院中に行われた総合的な評価の情   

報が、在宅生活を支えることとなる医療関係者や介護・福祉関係者に共有される   

ことが重要である。この入院中の評価の実施や、カンファレンス等を通じ、評価   

結果について在宅を支える関係者との共有が進むよう、診療報酬上の評価の在り   

方について検討するべきである。   

（退院前後の支援）  

○ 患者は退院直後が最も不安となる場合が多いとの指摘があるが、このようなケ   

ースについては、退院直後の時期をまず重点的に支えることにより、円滑に在宅   

生活に移行することができるようにすることが重要である。このため、関係職種   

が連携して必要な退院調整や退院前の指導等に取り組むことができるような診   

療報酬上の評価の在り方について検討するべきである。   

（3）在宅医療について  

（情報共有と連携）  

○ 後期高齢者の在宅療養を医療面から支えるには、主治医等が中心となって、医   

療従事者間の情報の共有や連携を図りながら、それぞれの役割をしっかりと担う   

必要がある。   

後期高齢者の生活を支えるには、医療関係者のみならず、介護・福祉関係者と   

の相互の情報の共有や連携を行う必要がある。主治医等とケアマネジャーが中心   

となって、カンファレンス等を通じて、主治医による総合的な評価を含めた情報   

の共有や連携が図られるような診療報酬上の評価の在り方につし「て検討するべ   

きである。   

（病院等による後方支援）  

○ また、病状の急変時等入院が必要となった場合に、円滑に入院できるようにす   

るとともに、在宅での診療内容や患者の意向を踏まえた診療が入院先の医療機関   

においても引き続き提供されるようにするべきである。このような医療機関間の   

連携が強化されるための診療報酬上の評価の在り方について検討するべきであ   

る。  

13   



（在宅歯科診療）  

○ 全身的な健康維持や誤礁性肺炎予防の観点等からも、要介護者等の継続的な口   
腔機能の維持・管理が重要であるとともに、在宅において適切な歯科診療が受け   

られるよう、地域の医療関係者から歯科診療に係る情報提供が歯科医療従事者に   

なされるなどの連携を進めることが必要であり、このための診療報酬上の評価の   

在り方について検討するべきである。   

（在宅療養における服薬支援）  

○ 後期高齢者の在宅療養において、薬の「飲み忘れ」等による状態悪化を招くこ   

とのないよう、本人や家族、介護を担う者による日々の服薬管理等の支援を推進   
することが重要であり、このた吟の診療報酬上の評価の在り方について検討する   

べきである。   

（訪問看護）  

○ 安心で安全な在宅療養を支えるには、訪問看護の役割が大変重要セあるが、退   

院前後の支援、緊急時の対応．を含めた24時間体制の充実、患者の状態に応じた   

訪問の実施などが更に取り組まれるための診療報酬上の評価の在り方について   

検討するべきである。   

（居住系施設等における医療）  

○ 居住系施設を含む様々な施設等を利用している後期高齢者について、その施設   

等の中で提供されている医療の内容や施設の状況等も踏まえつつ、外部からの医   
療の提供に対する適正な評価の在り方について検討するべきである。   

（．4）終末期における医療について  

（終末期の医療）  

○ 患者が望み、かつ、患者にとって最もよい終末期医療が行われるよう、本人か   

ら書面等で示された終末期に希望する診療内容等について、医療関係者等で共有   

するとともに、終末期の病 

報提供等を行うことが重要であり、これらの診療報酬上の評価の在り方について   

検討するべきである。   

また、在宅患者の看取りについて、訪問診療や訪問看護が果たしている役割を   

踏まえて、その診療報酬上の評価の在り方について検討するべきである。   

（疫病緩和ケア）  

○ 緩和ケアについては、入院、外来、在宅を問わず、痺痛緩和を目的に医療用麻   

薬を投与している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養  
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上必要な指導を行うことを評価することで、質の高い療養生活を送ることができ  

る体制を整備する必要がある。また、在宅ターミナルケアで使用する医療用麻薬  

の服薬指導に当たっては、患者宅での適切な保管管理、廃棄等の方法について、  

調剤した薬剤師が患者及びその家族への指導を行うとともに、定期的にその状況  

を確認していくことが必要であり、これらの取組が進むような診療報酬上の評価  

の在り方について検討するべきである。  

虹軍琴すべき事項   

（後期高齢者を総合的に診る取組の推進について）  

○ 社会保障審議会医療保険部会及び医療部会においては、後期高齢者を総合的に   

診る取組を行う主治医について、いわゆる主治医の「登録制度」を導入すべきと   

いう指摘や、患者のフリーアクセスの制限は適当でないという指摘があった。   

本特別部会としては、現在は総合的に診る取組の普及・定着を進める段階であ   

り、主治医についても、患者自らの選択を通じて決定していく形を想定している。   

中央社会保険医療協議会におかれては、これらを念頭に置いて具体的な診療報酬   

案の検討が進められるよう希望する。   

また、診療報酬における検討に加え、研修、生涯教育等を通じて、主治医の役   

割をより適切に担うことができる医師が増加し、患者が生活する地域でこのよう   

な医師による診療を受けられるような環境整備が図られていくことも、併せて期   

待したい。  

（その他の留意事項について）  

○ 後期高齢者の生活を総合的に支えるためには、述べてきたように、医療関係者   

や介護・福祉関係者間の連携及び情報の共有が必須のものである。   

○ また、医療関係者の連携、情報共有等により、頻回受診、重複検査や重複投薬   

を少なくし、後期高齢者の心身への必要を超えた侵襲や薬の相互作用等の発生を   

防止するとともに、医療資源の重複投入の抑制につなが畠と考えられる。   

○ 併せて、今後の個々具体的な診療報酬体系の検討に当たっては、今回取りまと   

めた方向に沿った医療が第一線においてしっかりと提供されるための診療報酬   

上の評価の設定や、医療を受ける後期高齢者の生活と密接に関係する介護保険制   
度との関係にも十分配慮するべきである。   

○ さらに、新たな制度の被保険者である後期高齢者の負担を考慮し、制度の持続   

可能性に留意した、効果的・効率的な医療提供の視点が必要である。  

（以上）  
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（参考）   

後期高齢者医療の在り方に関する特別部会について  

1「後期高齢者医療の在り方に関する特別部会」の設置の趣旨  

及び審議事項   

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83  

号）により、75歳以上の後期高齢者については、平成20年4  

月より独立した医療制度を創設することとされている。   

後期高齢者医療制度の創設に当たり、後期高齢者の心身の特性  

等にふさわしい医療が提供できるような新たな診療報酬体系を  

構築することを目的上して、後期高齢者医療の在り方について審  

議いただくため、社会保障審議会に専門の部会を設置したもの。  

2 特別部会委員（○：部会長）  

学習院大学経済学部教授  

国立国際医療センタ一名誉総長、  

ホームケアクリニック川越院長  

自治医科大学学長  

NPO法人ささ・えあい医療人権センターCOML理事長  

独立行政法人国民生活センター顧問  

医療法人社団博腎会野中病院院長  

さわやか福祉財団理事長  

在宅看護研究センター代表  

（50音順、敬称略）  

（委員の所属■役職は平成19年10月1日現在）  
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「後期高齢者医療の在り方に関する特別部会」開催経緯  

平成18年   

10月 5日  第1回開催   

10月25日  第2回開催  
有識者からのヒアリング①：後期高齢者の心身の特性等について  

11月 6日  第3回開催  
有識者からのヒアリング②：地域医療の現状について①  

11月20日  第4回開催  
有識者からのヒアリング③：地域医療の現状について②  

12月12日  第5回開催  
有識者からのヒアリング④：終末期医療について  

平成19年  

2月 5日  第6回開催  
後期高齢者医療について（フリーディスカッション）  

3月29日  第7回開催  
「後期高齢者医療の在り方に関する基本的考え方」（案）について  

4月11日  

「後期高齢者医療の在り方に関する基本的考え方」取りまとめ  

4月11日～5月11日  
「後期高齢者医療の在り方に関する基本的考え方」御意見の募集  

6月18日  第8回開催   
御意見の募集の結果について   

後期高齢者の入院医療について   

7月 6日  第9回開催   
後期高齢者の外来医療について   

後期高齢者の在宅医療について   

7月30日  第10回開催   
特別部会におけるこれまでの議論等について   

9月 4日  第11回開催   
後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子（案）（たたき台）について  

10月 4日  第1■2回開催   
後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子（案）について  

⑪   
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七＿亨吐＿＿  

平成20年度診療報酬改定の概要   

社会保障審議会の「基本方針」「骨子」   

病院勤務医の負担軽減策など  

後期高齢者を総合的に診る取組など  

改定率：  ▲0．82％  

診療報酬（本体）：＋0．38％  

薬価等二  ▲1．2％  
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後期高齢者にふさわしい医療  

在宅療養生活の支援（退院時の支援、訪問看護の充実、介護サービスとの連携）  

外来における慢性疾患の継続的な医学的管理、「お薬手帳」の活用、終末期にお  

ける情報提供  

病院勤務医支援について（平鹿20年痙該療報酬改蓮）  

医科プラス財源  

1千億円彊  
（0．42％相当）  

診療所   

約9万ケ所  
汽
措
 
 

毘
 

l
 
 

約9千ケ所  

うち一般病床約90万床  

約1千5百億円  追加的な財政支援   

4百億円強  

産科・小児科・病院勤務医対策  具体的な支援策  

リヽイリスク妊産婦、救急搬送の評価  

丁小児専門病院の評価  

・外来縮小する中核病院の評価  

■事務補助職員の配置の評価   

1手術等技術料の適正な評価   

・その他（安全対策、院内検査、夜間休日分担等）  

・外来管理加算  

■デジタル映像化処理加算  

一検査判断料  

・軽微な処置の初再診料への包括化  

（金額は1年当たりの粗い試算）  2   



病院勤務医  

の負担軽減  
夜間等の軽症救急患者の診療所での受入れの促進、地域の中  
核病院の勤務医の負担軽減、事務作業を補助する職員（いわ  
ゆる「医療クラーク」）の配置など  

極早期救急医療に対する評価を充実  

明細書の交付  レセプトのオンライン請求義務化の対象となる保険医療機関に、  
患者の求めがあった場合の明細書の交付を義務付け（400床  

以上の病院）  

がん対策  

脳卒中対策  

自殺対策  

・放射線治療・化学療法の質等の充実、緩和ケアの普及と充実、  

がん診療連携拠点病院の評価  

■超急性期から回復期にわたる脳卒中医療の総合的評価  

・早期の精神科受診の促進、救命救急センターにおける精神医  

療の評価、子どもの心の外来医療及び入院医療の充実   

： ≡＝    ・≡≡  

外来管理加算  患者への説明（※）及び患者の疑問や不安を解消するための取  

組を行うこととするとともに、そのための時間の目安を設ける  
※ 患者に対する症状の再確認を行いつつ、療養上の注意点等の説明  

7：1入院基本料  「看護必要度」による基準を設けるとともに、医師数が一定数に  
満たない場合の減算を行う  

外来精神療法  通院精神療法について、診療に要した時間が5分を超えたとき  

に限り算定するものとする  

後発医薬品の使用を促進するため、所要の措置（※）を講ずる  
※①処方せん様式の変更、②後発医薬品の調剤率30％以上の薬局の評価、③「お試し」のための分割  

調剤を可とすることなど  

後発医薬品  

の使用促進  

処置の見直し  軽微な処置（※）について、基本診療料に包括する  
※ 医師による診断と適切な指導があれば患者本人又は家人により行うことが可能であり、必ずしも医師  

等の医療従事者による高度な技術を必要としない処置  

コンタクトレンズ  コンタクトレンズ検査料について、不適切な診療報酬請求事例  

が多く見られたことから、更に適正化を図る  

丁‾   



後期高齢者にふさわしし：＼医療  

在宅療養生  

活の支援  

訪問看護の充実、葉の－包化等による服薬支援、医療と介護  

サービスとの連携の強化、病状急変時の緊急入院の評価、退院  

後の生活を見越した入院医療の提供、退院時の支援  

慢性疾患等に対する継続的な管理の評価  

※ 複数の疾病にかかり、療養生活が長期化することの多い後期高齢者  

に対し、医師が全人的かつ継続的に病状皇把握する取組を評価するもの  

※ この新しい仕組みは、後期高齢者が、自由に、自分の選んだ医療機関  

にかかる「フリーアクセス」を制限する仕組みではなく、後期高齢者は、こ  
れ以外の医療機関にかかることができ、また、これを変更することができる  

終末期医療  終末期における診療方針等について、医療関係職種が共同し、  
患者・家族等と話し合い、書面でまとめて提供した場合に評価  

※ 書面の作成は、患者の自由な意志に基づいて行われる   

（作成の強要はあってはならない）  

※ 作成後の変更も、何度でも自由に行うことができる   

（変更を妨げられることは、あってはならない）  

（注）このように、後期高齢者が受けられる医療は、後期高齢者の療養生活を  
支えていくため、上記のようなエ夫が加えられるもので、75歳になったから  

と言って、必要な医療が受けられなくなるものではない  

産科医療  

周産期医療を担う地域のネットワークの支援  

＞ 救急搬送とされた妊産婦の受入れを評価  

㊥妊産婦緊急搬送入院加算5，000点（入院初恥  

＞ ハイリスク妊産婦の診療に当たる医療機関の連携を評価  

ハイリスク妊産婦共同管理料 対象拡大（Ⅰ500点／Ⅱ 350点）  

ハイリスク妊産婦管理の充実・拡大  

＞ ハイリスク妊婦の入院管理を評価  

㊨ハイリスク妊娠管理加算1，000点（1日につ割  

＞ ハイリスク妊産婦の分娩管理の評価の充実  
ハイリスク分娩管理加算1，000点 －→ 2，000点（＝］につき）、対象拡大  

＞ ハイリスク妊婦の検査の充実  

ノンストレステスト 対象拡大、入院ヰ】1週間lこつき1回 －ナ 3回  

外来1月につき1回 －→1週間につき1回  
6   



小児医療  

小児の入院医療の充実  

＞ 高度な小児医療を提供する医療機関ヰども専門病院の評価  

㊥小児入院御岳  

＞ 障害を持つ乳幼児の入院医療の評価  

超重症児（者）入院診療加算即0点 → 6歳未満600東  

準超重症児（者）入院診療加算100点 → 6歳未満200点  

軽率車 

病院勤務医の事務負担の軽減  

＞ 地域の急性期．医療を担っている病院で、医師の事務作業を  

補助する職員を配置している等、病院勤務医の事務作業負担を  
軽減する体制を評価  

菓 医師事      務作業補助体制加算  入 

床数に対する医師事務作業補助員の配置割合によっ1   

100対宜 
度 

355点   185点  130点  105点   

院初  日）  

一般病  て評価  

な救急  医療  

う医療機関のみ  

8   



病院勤務医の負担軽減策②  

医師負担が大きい技術の再評価  

＞ 既存の手術の技術料を、医師の負担を踏まえて適正に評価  
（手術72項目について平均約3割引上げ）  

㌢ 感染症患者の手術における加算の引上げ  

㌢ 帝王切開術における麻酔管理の加算を創設  
＞ 先天性心疾患等の患者の高度な全身麻酔を評価  

＞ 穿刺技術の評価の引上げ（上顎洞穿刺等の再評価）  等  

明細書の交付  

○ レセプトのオンライン請求義務化の対  

象となる保険医療機関に、患者の求めが  

あった場合の明細書の交付を義務付ける   
＊ 実費徴収を行う場合にあっても、実質的に明細   
書の入手の妨げとならないように設定すること   

＊ DPCに関しては、入院中に使用された医薬品及   
び行われた検査に係る情報について提供するこ   

とが望ましい  

明細書では、個別の診療報酬点数  

算定項目が分かることとなる  

60≒膀舶道7アイハしスコト  900×1  l回 90D   

副  9  

キ知力イン叶2川山  

門ミトル水（OD25W／Vも）lDm！ 9×1  
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歯科診療における患者への文書による情報提供の見直し  

＞ 医療機関の負担と患者の療養の質及び患者の歯科疾患に関する理解向上   

を勘案し、歯科診療における患者への文書による情報提供の時期、頻度及び  
その内容等を見直し   

■ 旦堤旦について、口腔内の状況に変化があった時期や、指導管理の内容に  

変更があった時期など、歯科治療等の進行状況に合わせて行うこととし、3ケ月  
に1回以上の交付頻度とする  

■ 旦塁旦については、文書提供要件を廃止する   

※ この他、裂星旦については、評価項目自体が廃止された 
11  
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がん医療の推進について②  

緩和ケアの普及と充実 ～痛みのないがん治療を目指す～  

＞ WHO方式によるがん性痔痛治療法に従って、麻薬を処方し  
痛みを緩和することに対する評価を創設  

㊥がん性療病緩和管観点  

＞ 緩和ケアチームを充実し評価を引き上げ  

緩和ケア診療加算 2引M哀→ 300点  

＞ 緩和ケア病棟の役割の見直し（終末期だけなく緩和ケアの導入や  

在宅がん患者を診る医師の後方支援を行う）  

＞ 在宅で使用する麻薬等の注射薬、  医療材料の対象範囲の拡大  

4   



超急性期から回復期にわたる脳卒中医療の総合的評価  

＞ 超急性期の治療（t－PAによる治療）の評価  
㊥超急性期脳卒中加算  ㍑，qOO点  

＞ 急性期後の入院医療を行った場合の評価  
㊨垂急性期入院医療毎理料2 印5b点  

＞ 地域連携診療計画（地域連携クリテイカルパス）の対象  

疾患に脳卒中を追加  地域連携診療計画管理料 900点  

地域連携診療計画退院時指導料6pP点  

＞ 回復期リハビリテーション病棟の、居宅等への復帰率や、  

重症患者の受入割合といった、質l；着目した評価  

回復期リハビリテ瑚1，690点  
重症者回復病棟加算   印点  

リハビリテーション病  595点  2 1   

子どもの心の診療の充実  

＞ 子どもの心の診療の特性に応じた外来の評価   

（精神科）  

通院精神療法20歳未満の患者対して行った場合卿内   
（小児科）  

小児特定疾患カウンセリング料牒710点  
→2年に限り、月の1回目500点、2回目400点   

＞ 子どもの心の診療の特性に応じた入院の評価  
児童■思春期精神科入院医学管理加算（1日につき）350点 → 650点  

自殺対策  

＞ 早期の精神科への受診につながる紹介を評価  ㊥（診療200点  
＞ 自殺未遂者等への救命救急センターにおける精神医療の評価  

㊥（救命救急入院料）  健指定医による診療の加算 3，OqO点  

16   
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コンタクトレンズ検査料の見直しにつし＼て  

コンタクトレンズ検査料1の施設基準の厳格化  

＞ 従来はコンタクトレンズ診療の割合が70％未満であることを  

要件としていたが、30％未満に引下げ・厳格化   
（なお、眼科診療の経験が10年以上ある常勤医師がいる場合は、40％未満）  

初回装用と既装用の見直し  

＞ 装用歴については、客観性に乏しいことから、  

初回装用と既装用の区別をなくし、一本化  

従来  

コンタクトレンズ検査料1  

初回装用  387点   
既装用   112点   

コンタクトレンズ検査料2  

初回装用 193点   
既装用  56点  

見直し後  

コンタクトレンズ検査料1  

200点  

コンタクトレンズ検査料2  

56点  

後期高齢者の診療部晒酬こついて－（1ノ  

入院の前後で継続的な診療が行われるような取組の評価  入院医療について   

＞ 退院後の生活に配慮するため、日常生活能力を評価し、退院  
が難しい高齢者の円滑な退院を調整することを評価  

㊨後期高齢者総合評価加算50点、後期高齢者退院調整加算1旦睦  

＞ 入院前の主治医の求めに応じて連携病院が緊急入院を受け入  
れた場合の評価   

㊥後期高齢者外来患者緊急入院加算500点、在宅患者緊急入院加算1遡墟  

＞ 退院後に、入院前の主治医の外来に継続して通院した場合の   
評価  

18   
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患者が安心して薬を使用できる方策の充実面 

患者力叫牽を使甲でめ充実鱒 

後発医薬品の使用促進のため、処方せん様式を変更  

【医師】  

後発医薬品への変更が全  

て不可の場合、署名又は  
記名・押印  

ti■■測■号  痺■■■轡  

蛤t■1露E■  ¢鰯暮雪  】た藍蓼も托・渦  古事臓当・鵬  

【保険薬局】  

署名等がない処方せんの  
場合、患者の選択に基づ  

き、記載された先発医薬品  
に代えて後発医薬品の調  

剤が可能  
22   
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三キ・主トーIl、  

「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会  

中間とりまとめ  

平成20年9月22日   

本検討会は、国民が地域で安心して医療を受けられるよう、医療を守り質を高めるため  

に必要な具体的な方策について、国民・患者や現場の視点に立って7回16時間を超える  

時間にわたり議論を重ねてきた。  

厚生労働省においては、こうした議論を踏まえて、関係省庁とも協力し、下記の事項及び  

検討会で出された現場の知恵ともいうべき提案について積極的に取り組むことを要請する。   

併せて、医療者、特に指導者たる病院長・医学部長等においては、真に国民の信頼を  

得るため、徹底した情報開示を含めた自浄作用への取り組みが求められる。   

更に、医療費の対GDP比がOECD30カ国の中でも21位と低い水準にあることを踏ま  

え、より質の高い医療の実現とそれに必要な医療費のあり方について国民的な議論が行わ  

れることを期待する。  

1医師養成数・   

産科や救急などの診療科では勤務医の不足から厳しい状況におかれ、また、地域によっ  

てはその他の診療科も含め医師が不足する事態となっている。こうした勤務医等の待遇等  

の状況を改善するとともに、さらに医療の質を高めるため、医師養成数については増加させ  

るべきである。  

○来年度においては、医学部教育1地域医療に支障を来さないよう配慮しつつ、少なくとも  

過去最大の医学部定員（8，360人）を上回る程度を目指すべきである。  

○我が国の人口10万対の医師数はOECD30カ国中26位と低いこと、OECDの平均医師  

数が我が国のそれの約1．5倍であることも考慮し、医学部教育・地域医療に支障を来さ  

ないよう配慮しつつ、将来的には50％程度医師養成数を増加させることを目指すべきで  

ある。その後医師需要をみながら適切に養成数を調整する必要がある。こうした医師需要  
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を検証する観点から厚生労働省において必要な医師数について推計し直すべきである。  

その際、少子高齢化の進展や国民の医療に対するニーズや意識が変化していることを踏  

まえ、あるべき医療の姿もイメージしつつ、高齢化の状況、患者の診療動向、女性医師の  

増加や働き方に関する意識の変化、医師の勤務実態、世代別の状況、医療提供体制の  

あり方など様々なパラメータをできるだけ考慮した専門的な推計を行うべきである。  

2 医師の偏在と教育   

現下の医師不足問題は、診療科の偏在と地域の偏在という「2つの偏在」によって深刻さ  

を増している。国民が地域において確実に必要な医療が受けられるようにするためには、医  

師の数を増やすだけでなく、こうした偏在の問題に的確に取り組む必要がある。  

○診療科の偏在の問題については、特に病院に勤務する医師が減少傾向にある診療科や   

救急医療においては、時間内でも時間外でも厳しい勤務を求められることが多いことを踏   

まえて、その働きを評価し、医師が魅力あると思うようなインセンティブを付与することが   

重要である。外科系の診療科をはじめ医師の技術を適切に評価するため、ドクターフィー   

についても検討する必要がある。  

○地域の偏在の問題については、へき地などで働く医師へのインセンティブの付与、へき地   

などへ派遣された医師を様々な面でサポートする体制の整備、医学部の定員を増やす   

場合に地方出身者が地元の医学部に入学しやすくする方策が必要である。また、専門   

医としての総合医・家庭医の養成とともに、他の専門医が総合医・家庭医となって地域医   

療を担うようなキャリアパス、再教育のプログラムが必要である。  

○当面、上記のインセンティブの一つとして、産科、救急、へき地などで勤務する医師等に   

対して手当左支給し、その働きを評価すべきである。また、通常の勤務に加え、当直やオ   

ンコール対応など厳しい状況に置かれた勤務医の勤務条件を短時間正規雇用などによ   

り改善を図るべきである。  

○また、2つの偏在の問題に対応し、また、医療の質を高めていくため、現場の意見を十分   

聴取・検証し、国民・社会特に患者の声を聞きながら、諸外国の例を参考にしつつ、初期   

臨床研修制度や専門医トレーニング（後期研修制度）のあり方を見直すべきである。  
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○より質の高い医師を効果的に養成する観点から、医師の卒前・卒後教育の連携をはじめ   

とした臨床研修制度のあり方について、文部科学省と厚生労働省との合同の検討会を早   

急に立ち上げ、対策の具体化を図るべきである。  

3 コメディカル等の専門性の発拝とチーム医療  

よりよい医療を実現するためには、治療にあたるチームを構成する医師のみならず各コメ   

ディカルが専門性を発揮していくことが重要である。  

○コメディカルが専門性を持ち、キャリアアップできる仕組みが必要であり、そうしたことへの  

インセンティブの付与や支援が必要である。同時に、コメディカルの数を増加させることに  

ついて具体的な検討が必要である。  

○チーム医療を実践することや各職種が専門性を発揮し、患者のためのよりよい医療が行   

われる体制がとられることを前提に、その職種でなくても行いうる業務を他の職種に担わ   

せるスキルミックスを進めるべきである。   

○患者の安全性向上のため、4年制大学への移行も視野に、看護師基礎教育の充実を図  

るべきである。  

○医療者と患者間の真の協働関係を樹立するためには、医療従事者が全体として、患者  

の立場を十分に配慮するという施設の「文化」を醸成する必要がある。そのためには管理   

者の姿勢が重要である。諸外国の例を参考にしながら、医療における院内メディエーター  

の活用も今後の検討課題とすべきである。  

4 地域医療・救急医療体制支援  

○地域医療の担い手の一つとして、専門医としての総合医・家庭医のあり方等について検   

討を進めるべきである。  

○がんなどの在宅医療や看取りまで行う在宅医療・在宅医の専門性を評価すべきである。   

訪問看護について、医師の標準的指示書や個別的約束指示の下で看護師の裁量性を   

認めることや、訪問看護のあり方を検討すべきである。  
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○地域全体の病院医師や診療所医師の連携を円滑に進め、診療所医師が病院での診  

療に携わることを進めるためには、病院における医療に対する診療報酬を、ホスピタルフ  

イーとドクターフィーに区別することを検討する必要がある。また、地域全体の病院医師  

や診療所医師の連携を円滑に進め、患者の入退院・転院を円滑に進めるためには、地  

域の医療機関における電子カルテの情報共有が必要である。また、医療の透明化を図  

るため患者が無料で明細書（診療内容がわかる領収書）を受け取ることができるように  

する必要がある。  

○救急医療において、患者が適切な医療を受けられるようにするためには、最も重症の者   

を受け入れる第三次救急の体制を堅固なものとすると同時に、軽症者も含め多くを受け   

入れている二次救急を支える体制を構築することが重要である。その際、地域医療を現   

在保っているネットワークを活用するよう、各地域の実情を十分把握する必要がある。  

○このため、数多く救急患者を受け入れた医療機関・医師を評価すること、地域によって   

は二次救急が福祉的なニーズを持った患者を相当数受け入れているケースがあること   

から福祉関係の行政機関をはじめ関係機関が協力して受け止められる体制を構築する   

こと、医師以外にも適切なトリアージができる看護師を養成すること、が必要である。  

○医療と消防の連携を円滑化し、消防防災ヘリコプターの救急搬送における活用を推進   

するべきである。  

5 患者・住民の参画  

○地域の限られた医療資源を活用し、必要な人が必要な医療を受けられるようにするた   

め、かかりつけ医を持つことを呼びかける、病院受診前に自分の状態をチェックするため   

のフローチャートを作成・配布する、医療に関する住民主催の勉強を開催する、といった   

地域住民による主体的な取り組みが行われている。各地のこうした取り組みを支援し、   

住民とともに地域医療を守ることが重要である。  

○患者・住民に関わることを決める場合には、患者・住民とともに議論し、考えるという視点   

が重要である。  
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はじめに   

与後の少子高齢化を踏まえ、医療の高度化、療養の場や国民のニーズの多様化と  

いった変化に的確に対応し、国民に良質な看護サービスを提供するために、′看護職  

員の資質・能力の一層の向上が求められることから、平成20年7月にとりまとめ  

た「看護基礎教育のあり方に関する懇談会論点整理」において、看護墓石楚教育の充  

実の方向性について、「いかなる状況に対しても、知識、思考、行動というステップ  

を踏み最善な看護を提供できる人材として成長してい＜基盤となるような教育を提  

供することが必要不可欠である」ことが示された。   

これを受け、チーム医療を担う一員としての看護職員の質の向上に加え、妄の確  

保の観点からも総合的に検討するために、本検討会を昨年11月27日より立ち上  

げ、5匝】にわたり芋後の基本的な方向性について検討を進めてきた。   

看護の質と墨の確保は密接な関係にあり、看護教育の一層の充実や新人看護職員  

研修の普及、看護職員の勤務環境等の改善及びチーム医療の推進による専門性の向  

上は、看護の質を高めるための重要な課題であるばかりでなく、これらを推進する  

ことによって看護職員が魅力ある専門職として認知され、墨の確保にも大きく貢献  

するものである。そして、このことはまさに国民に対する看護サービスの向上を目  

的とするものである。今般、効果的な看護の賀の向上と確保に向け、これまでの議  

論を中間的にとりまとめた。   

厚生労働省においては、以下に示された基本的な方向性に沿って文部科学省をは  

じめとする関係省庁などとも連携・協力し、積極的に取り組むとともに、検討会に  

おいて示された様々な意見や現場の取組み事例などを号後の行政施策に活かし、財  

政支援を行うことを、当検討会として強く要請する。  

1．看護教育のあり方について  

1）看護基礎教育  

○看護教育は看護サービスの基礎をなすものであり、国民が良質な医療を受けるこ   

とができるよう、時代や国民のニーズの変化に合わせて不断に見直し、充実を図   

る必要がある。  

○現在、高齢化、医療の高度化、在院日数の短縮化、在宅医療など療養の場の多様   

化といった変化に伴い、医療の質の一層の向上が求められる中、チーム医療の一   

翼を担う看護職員を養成する看護基礎教育の充実は重要かつ緊急の課題である。  

○他方、看護師養成機関には、大学、短期大学、養成所（主として専修学校）、5  
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年一買校があるが、いずれの養成機関を卒業した新人看護師についても臨床実践   

能力が不足していることが指摘されている。また、いずれの責成機関においても、   

現在の教育課程は過密であるとの指摘があり、教育した内容が着実に身につくよ   

う、臨地実習の場の確保を含めた環境を整備していくことも重要である。  

○平成21年度より新中リキュラムの実施を行うこととしているが、このカリキュ   

ラム改定は当面の課題に対応したものであるため、今後の看護基礎教育のあり方  

を踏まえ、更なる検討が必要である。  

○看護師がその役割を果たすために必要な知識・技術や能力は多岐にわたるが、そ   

のうち、免許取得前の碁石楚教育段階で学／5てべきことは何かという点を整理しなが   

ら、現在の教育年限を必ずしも前提とせずに、すべての看護師養成機関について   

教育内容、教育方法などの見直し・充実を図るべきである。この際、個々の看護  

師養成機関の置かれた状況力†多様であることに配慮する他、いわゆる「大学化」   

についても後述のように芋後の動向を見極めて対応する必要がある。併せて、後   

述のように卒後の新人看護職員研修についても、その普及を図り、充実させるこ   

とが必要である。  

○このため、教育内容及び教育方法の検討に早急に着手し、平成21年度からのカ   

リキュラム改定の効果も見つつ、さらなる充実を図るべきである。  

2）保健師・助産師教育  

○保健師は、取得した資格をより有効に活かすためにも、就業の場の拡大が必要で   

ある。また対象や課題が幅広＜なることにより、高い専門性が求められることか   

ら、その教育内容の充実や臨地実習の場の確保が必要であるが、教育の仕方につ   

いては、  

・需給バランスや教育の質の担保を図る観点から、大学での統合教育を見直  

し、学部教育終了後の教育とすべきとの意見があった。  

・他方、保健師の量の確保の観点や保健師・看護師の教育のあり方として現  

在の統合教育がよいという意見があった。  

また、平成19年4月の「看護基礎教育の充実に関する検討会報告書」におい   

て保健師教育の望ましい単位数が40単位亡して示されており、これら牢踏まえ、   

保健師教育のあり方について文部科学省と厚生労働省は協力して、結論を出すべ   

きである。  

○助産師は、今後より高い専門性が求められることから、その教育内容や臨地実習  
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の場の充実が必要であるが、教育の仕方については、  

・昨与の多様なニーズヘの対応が求められることから、高い専門性が必要であ  

り、学部教育終了後の教育とすべきとの意見があった。  

・他方、多様な資格君又得希望者のニーズに応えられることや、現行の教育にお   

いても学生の助産師への動機づけが高いという状況があることから、現行の   

ままの統合教育がよいという意見があった。   

また、助産師教育においても、同上の報告書に望ましい単位数が34単位とし  

て示されており、これらを踏まえて、助産師教育のあり方について文部科学省と  

厚生労働省は協力して、結論を出すべきである。  

3）看護教員  

○看護碁石楚教育の充実のためには看護教員の質の向上と確保が重要であり、看護教   

員の専門性を高めるために、長期履修制度など働きながら学べる大学院教育課程   

の活用といった教員の継続教育に関する促進を支援することが重要である。  

○また、写後、医療・看護の実践現場が多様化、高度化していく中で、在宅医療を   

含め、特に高度な医療・看護実践能力の習得が看護職員に求められることを視野   

に入れると、看護教員が臨床現場で実践能力を保持・向上するための機会を確保   

することが重要である。また、高度実践能力を持つ看護職員が教員として働くこ   

とができるポジションを積極的に設けるなどの養成機関の創意工夫も求められ   

る。  

4）生涯教育  

○短時間労働や通信教育を活用して看護職員ガ長期にわたって臨床現場と繋がる   

ことを支援するなど、看護職員へのリカレント教育の機会について確保・充実し   

ていくことは、看護職員の離職防止や再就業の促進という観点からも重要である。  

○さらに、看護職員が専門性を持ってキャリアアップレていくことも、国E引こ対す   

る看護サービスの向上に加えて看護職員の離職防止、定着のために重要である。   

一部の医療機関では、看護職員が段階的に習得すべき内容を管理的要素と実践的   

要素とに分けてキャリアアップのルートとして示している例もあり、こうしたこ   

とを踏まえ、各医療機関などにおける看護職員の実践的キャリアアップや、医療   

機関が専門看護師や認定看護師などの積極的な活用を推進することについて、支   

援策が求められる。  
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○こうした状況を踏まえ、看護職員の養成費用や需給バランスに十分留意しつつ、  

免許取得前の基礎教育を含め、看護教育の体制、教育内容及び教育方法などの見   

直しについて、文部科学省と連携・協力しなびら検討を進める場を早急に設け、   

その具体化を園るべきである。  

2．新人看護職員の質の向上について  

○現在、医療の高度化、在院日数の短縮化の傾向、医療安全に対する意識の高まり 

など国民のニーズの変化を背景に、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と看護   

基礎教育で習得する看護実践能力との問に弄離が生じている。そして、その市離   

が新人看護職員の離職の一因となっているのではないかと指摘されている。  

○こうした指摘を踏まえ、新人看護職員の臨床実践能力の効果的かつ効率的な向上   

を図るため、平成16年3月に出された「新人看護職員の臨床実践能力の向上に   

関する検討芸報告書」を受けて、新人看護職員の到達目標とその研修指針が示さ   

れているが、新人看護職員研修の実施は医療機関などの努力に任されている現状   

である。  

○在宅や施設など療養の湯が多様化することに伴い、看取りを含む全人的な医療や、   

患者や家族との関係性を伴う生活の場を中心とした生涯にわたる看護の提供の   

重要性が今後益々高まることから、この変化に対応できるよう、在宅看護なども   

組み込んだ研修内容を強化することが求められる。  

○今後は、すべての病院の新人看護職員が研修指針に沿った研修を受ける体制を構   

築するとともに、組織全体で新人看護職員を育てる組織文化の醸成を図ることも   

重要である。  

○看護基礎教育と臨床現場との帝離を埋めるためには、．看護基礎教育の充実をはか   

るとともに、新人看護職員研修の制度化・義務化を視野に、離職防止の観点から   

も、新人看護職員研修の実施内容や方法、普及方策について早急に検討し、実施   

に移すべきである。この際、新人看護研修を実施する医療機関に対する財政も含 

めた支援を行うべきである。  

3．チーム医療の推進について  

○安心・安全な医療を確保し、医療の質の向上を図るためには、医療関係職種が各々   

の専門性を高め、相互の専門性を理解し、チーム医療を推進していくことが重要   

である。また、医療関係職種だけでなく、福祉関係職、また患者などの医療の受  
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け手もチーム医療の一員として協働・連携していくべきである。  

○一方、医療の受け手にとって望ましいチーム医療とは何かという視点からチーム   

医療のあり方を考えることも重要である。多職種による協働・連携が進むことに   

より、医療サービスが断片的になることが懸念されるが、その回避策として、職   

種間を繋ぐための看護職員の役割を強化するなど、チーム医療の推進のあり方を  

検討すべきである。  

○特に在宅医療においては、チーム医療は不可欠であり、その推進の重要な鍵を握   

っているのは看護職員である。  

○チーム医療推進の観点から、医師と看護職員との協働・連携を検討するにあたっ   

ては、実践現場で看護職員が既に担っている業務の状況を踏まえ、それぞれの専   

門性に沿ってそれぞれが担うべき業務の範囲と、それを実施するにあたって必要   

となる知識や技術を整理することが求められる。  

○看護職員がチーム医療における役割を果たすためには、患者の状態などの予測力   

や判断力、コミュニケーション能力などが極めて重要であり、こうした能力を看   

護職員が持つことができるよう、免許取得前の看護基礎教育を含め、看護教育の   

充実を図っていくべきである。  

○平成19年12月に出された厚生労働省医政局長通知「医師及び医療関係職と事   

務職員等との問等での役割分担の推進について」を踏まえ、医師と看護職員との   

問の協働・連携、及び看護職員と病院、施設、在宅で共に働＜医療・福祉の関係   

職との協働・連携のあり方についてさらに具体的に示し、その普及を図ることが   

必要である。  

4．看護職員の確保について  

○看護職員の需給見通しについては、医療制度を取り巻く変化を踏まえ策定してい   

るが、第六次需給見通しについては5年の見通しとなっている。一方、診療幸闘州  

の改定はおおむね2年に一度行われており、当該改定の内容が必ずしも需給見通  

しに反映されていない状況がある。このため、次期看護職員需給見通しの策定に  

あたっては、看護職員に対する需要の増加を十分に把握し、現行制度を前提とし  

つつ、できる限り制度改正などの情勢を踏まえて見直すことも含め検討すべきで  

ある。また、社会保障国民会議において将来のマンパワーの推計も示されている  

ことから、少子化による養成数の減少などを踏まえた長期的な需給見通しについ  

ても検討するべきであり、そのためには、長期見通しを検討するための研究も必   



要である。  

○看護職員需給見通しの策定に当たっては、少子高齢化、医療の高度化などにより、   

看護職員の需要の増加が見込まれる一方で、18歳人口は激減するため、看護職   

員確保対策の強化は喫緊の課題である。  

○多様な看護師養成機関があることにより、質、墨の両面からの利点及び課題が指   

摘されているが、量の確保などの観点から、   

・高校生の大学進学志向の高まりを鑑みると、今後進む少子化の中で必要な看  

護師を確保するためには、看護基礎教育の大学化は不可欠であること、大学  

では様々な学部の学生との交流が可能であること、また看護師に求められる  

幅広い知識や先見力などを考えた場合に看護師は大学卒であることが望まし  

いといったことを踏まえ、将来的には国家試験の受験資格を学士号取得者に  

限るなどの方法をとり、看護師の確保を図りつつ専門性を発揮できる環境を  

整えることが重要であるという意見があった。   

・一方、現状の3年の教育で国家試験の受験資格を得られることが、経済的に  

厳しい状況の下で学ぶ学生や就職後に看護師を目指す社会人にとっても魅力  

となっていること、養成所などが看護師の7割弱を輩出しているという現実  

があり、量の確保の観点から大きく貢献していること、また地元病院などと  

の密接な連携の下で看護師を養成し、地域における看護師の供給を担ってい  

ることから、教育年限の延畠ではなく、待遇の改善などにより看護師の確保  

を図るべきであるという意見があった。  

このため、養成機関のあり方については、現在は多様な養成ル丁卜によって人   

材が確保されているという現実を十分踏まえつつ、今後の看護の質を高めるカリ   

キュラム改定、新人看護職員研修の普及、看護系大学や大学の看護学部の増加の   

動向を見極めながら、長期的に少子高齢化が進んでいく中でも魅力ある職種とし   

て看護師を位置づけ、必要な数の看護師を確保することが重要である。  

○看護職員確保のためのこれまでの取り組みのうら、今後は離職防止策を一層強化   

するとともに、より効果的な確保対策を打ち出し、実行することが重要である。  

○約55万人いると推計される潜在看護職員の再就業を促進すべきである。現在、   

潜在化している看護職員の所在を把握するための手段lまないことから、例えば、   

働く意向がある、あるいはいずれは働きたいという意欲がある潜在看護職員を中   

心に把握するための仕組みについて、検討すべきである。  

○離職の防止、再就業の促進を図るため、、多様な勤務形態の導入、24時間保育や   

病児保育、放課後の子どもの預かり場所なども含めた院内保育所の整備などの勤  

務環境の改善を進めるとともに、ライフサイクルに応じた働く場についてめ相談  
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窓口（ナースキャリアセンター）の設置や出張相談、ハローワークの活用など、   

就労継続及び再就業への支援体制を強化し、また定年後の人材活用（セカンドキ   

ャリア）や男性の看護職員の増員を図るなど、新たな看護職員確保策も含め総合   

的に推進することは喫緊の課題であり、これまで以上に積極的に取り組むべきで   

ある。  

○これらを総合的に勘案して、第七次看護職員需給見通しを策定すべきである。  

まとめ   

当検討会は、看護実践や教育の鳳こおかれた看護職員や看護学生の実態を踏まえ、  

良質な医療の確保のために真筆に議論を重ねてきた。当検討芸の議論が、国民の医  

療と看護の未来を拓くものとなるよう、厚生労働省においては、文部科学省をはじ  

めとする関係省庁などとも連携・協力し、財政支援も含め看護の質の向上と確保に  

積極的に取り組むよう、当検討会として強く要請する。   



看護の質の向上と確保に関する検討会委員   

○ 座長、敬称略、五十菖順  

ケアーズ白十字訪問看護ステーション代表取締役・所長  

「知ろう＝」l児医療 守ろう！子ども達」の会代表   

北海道医療大学看護福祉学部教授   

聖路加看護大学学長   

癌と共に生きる会副会長   

国際医療福祉大学大学院教授   

おやま城北クリニック院長   

大分県立看護科学大学学長   

フリーアナウンサー   

東京医療保健大学医療保健学部看護学科学科長  

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授  

福島県立医科大学看護学部学部長   

特別医療法人恵和合理事長   

羽生田眼科医院院長   

聖路加国際病院長   

千葉大学看護学部学部長   

学校法人岩田学園理事長  

秋山 正子  

阿真 京子  

石垣 靖子  

井部 俊子  

海辺 陽子  

大熊 由紀子  

太田 秀樹  

草間 朋子  

酒井 ゆきえ  

坂本 すが   

○田中 滋  

中山 洋子  

西三軍 寛俊  

羽生田 俊  

福井 次矢  

森 恵美  

吉田 松雄  
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看護の質の向上と確保に関する検討会の経緯  

回数   開催日時  
議  

題   

第1回  平成20年  

11月27日   

第2回  12月8日  1）看護職員の確保について  

・話題提供  

尾形裕也（九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学教授）  

大久保清子（福井済生会病院副院長・看護部長）  

・意見交換  

2）新人看護職員の質の向上について  

・話題提供  

石垣靖子（北海道医療大学看護福祉学部教授）  

福井次矢（聖路加国際病院長）  

・意見交換   

第3匝王  12月25日  1）チーム医療の推進に？いて  

・話題提供  

坂本すが（東京医療保健大学医療保健学部看護学料学科長）  

太田秀樹（おやま城北クリニック院長在宅・‘医師）  

・意見交換  

2）看護教育のあり方  

・話罠喜提供  

小山真理子（神奈川県立保健福祉大学教授）  

斉藤茂子（東京都立板橋看護専門学校校長）  

・意見交換   

第4回  平成21年  

1月21日   

第5匝】  3月6日   「中間とりまとめ（案）」についての意見交換   

⑪   



二三子二、・三∴1  

周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会  

報告書  

〟周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて～  

平成21年3月4日   



平成21年3月4日  

周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報告書  

～周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて～   

第1 はじめに  

救急医療は直接患者の生死に関わる医療で、我が国のすべての地域において万全の提   

供体制を整える必要がある。しかし現状は、平成20年10月に東京都で起きた事例等   

にもみられるように、解決すべき様々な問題を抱えており、国民が真に安心できる救急   

医療体制の整備を行うことはまさに緊急の課題と言える。  

中でも、周産期救急医療は少子化対策の観点からもその体制整備が急がれており、国   

民が安心して出産に臨める医療環境の実現に向けて効果的な施策の実行が求められて   

いる。周産期救急医療には母体・胎児の救急医療と新生児の救急医療があり、それぞれ  

の特徴を明確に認識しつつ体制整備の検討を行うことが必要である。  

日本の新生児死亡率はすでに1980年代から国際的に最もすぐれた成績に到達し   

ている（「人口動態統計」厚生労働省）。この成果は長年に亘る地域における新生児集   

中治療管理室（以下、「NICu」という。）の整備と、母体搬送・新生児搬送という   

施設間連携医療体制の普及によって得られたものである。中でも、低出生体重児をはじ   

めとするハイリスク新生児の出生数が急速に増加（10年前の約1．5倍に増加：厚生   

労働科学研究）している近年の悪条件にも関わらず新生児死亡率を低下させ続けている   

のは、我が国の新生児医療の力によるものであると言える。しかしながら、同時に、こ   

のハイリスク新生児の増加による新生児医療提供体制の不備も明らかとなってきた。現   

実に1年間に約4万人の疾病新生児・低出生体重児が新生児集中治療を必要とする等の   

需要の増大に対する対策が必要になっている。  

一方、妊産婦死亡率（出産10万対）も戦後劇的に改善した。1955年に161．   

7であったものが2007年には3．1にまで低下し、日本は現在国際的にも妊産婦死   

亡率の最も低い国の一つに数えられている。特に、施設分娩の普及や輸血体制の整備及  

び周産期医療対策事業の推進等の成果として、通常の産科疾患による死亡は著しく減少   

している（「人口動態統計」厚生労働省）。その結果、一方で、元来頻度の低い脳血管   

疾患など、産科だけでは対応困難な間接原因による母体死亡が顕在化してきており、今   



後、さらに妊産婦死亡率を改善するためには、早急に関連診療科（脳神経外科、心臓血  

管外科、麻酔科、救急科等）との連携など具体的な対策を立てることが必要である。   

周産期救急医療体制はこれまで医療機関相互の連携を中心に整備されてきた。また、  

母体救急疾患は母体と胎児・新生児の診療を同時に行うという特殊性があり、周産期医  

療体制は従来から一般の救急医療とは別に構築されてきた経緯がある。すなわち、平成  

8年度から予算化された周産期医療対策事業により、都道府県が設置し現場関係者も参  

加する周産期医療協議会で総合的に計画され、産科と新生児の医療を中心とした総合周  

産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター（以下、「周産期母子医療セン  

ター」という。）の整備が各都道府県において進められてきた。それによって構築され  

てきた医療体制を維持・発展させることは今後も継続しなければならない。一方、周産  

期母子医療センターの中には、一般救急及び関連診療科（脳神経外科、心臓血管外科、  

麻酔科等）が併設されておらず、通常の産科疾患の診療はできても、合併症を有する妊  

婦の救急患者に対応できない施設が存在する。また、産科救急患者の受け入れにはNI  

CUの充実が必要であるが、近年、NICUの不足と新生児専門医の不足、担当スタッ  

フの労働条件の悪化等により受入能力の低下が顕著になっている。妊婦の救急患者搬送  

体制の改善にあたっては、これらの問題も踏まえて検討する必要がある。   

本懇談会では、前述した東京都の事例を検証し、抽出された問題点を整理した上で、  

今後の日本における周産期医療と救急医療の確保と連携のあり方、及び課題解決のため  

に必要な対策について検討した。関連領域の専門家と市民代表の委員が議論を重ね、さ  

らに参考人として有識者を招請して広範な視点からの意見を加え、今般、以下の提言を  

取りまとめたのでここに報告する。  

第2 現状の問題点  

1周産期救急医療を担うスタッフの不足  

（1）産科医不足   

東京都東部の事例で母体搬送が遅延した原因のひとつとして、当初受入要請のあった  

総合周産期母子医療センターの産科当直体制が完備していなかったことが挙げられる。  

この背景に、産婦人科の医師数が全体として減少している中で、勤務が特に過酷な産科   



（周産期医療）に従事せず婦人科に専従する医師、あるいは出産や育児を機に離職又は  

休職せざるを得ない女性医師の割合が増えている実情がある。早急な対策を講じなけれ  

ば、今後、現場の産科医不足が更に悪化する可能性がある。  

（2）新生児医療担当医不足   

新生児医療は急速に発達してきたが、その医療を担当する医師は絶対的に不足し、そ  

れが最適の周産期医療体制を構築するための障壁となっている。NICUは独立して当  

直体制または交代勤務体制を維持する必要があるが、十分な人数の新生児医療担当医を  

確保できていない施設が少なからず存在する。また、新生児科は標梼科として認められ  

ておらず、新生児医療の専門医養成を行う講座を有する大学医学部も数えるほどしかな  

い。これまで新生児医療は小児科の一領域として発展してきたが、高度医療である新生  

児医療に対する需要が高まる中で、専門的に担当する医師を養成し、医療現場に供給す  

る体制整備が必要である。  

（3）麻酔科医不足   

手術麻酔における麻酔科医の重要度が高まっているにもかかわらず、現在、麻酔科医  

は絶対的に不足している。周産期医療分野でも、麻酔科医不足は深刻で、帝王切開術の  

麻酔を産科医が施行することも少なくない。特に、予定手術よりも母児のリスクが高い  

緊急帝王切開術が多く実施される周産期母子医療センターにおいては、麻酔科医の確保  

が強く求められているが、現状では十分に対応できていない。  

（4）救急医療を担う医師の不足   

救急科専門医は、三次救急医療施設である救命救急センターとごく一部の二次救急医  

療施設に勤務しているものの、その絶対数は少なく、全国の二次救急医療施設のほとん  

どが専門医を確保できていない。我が国の救急診療の多くは、急性心筋梗塞、脳血管障  

害及び外傷など急性傷病の種類に応じ、各診療科医師が一般診療との兼務によって担わ  

れているのが実態である。しかし、その各診療科医師達も過重労働、救急医療の高度化  

および医療訴訟に対する危倶から救急診療を鱒遠する傾向にある。この結果、救急医療  

を担う医師の絶対数が不足している。  
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（5）分娩を取り扱う助産師の不足  

地域においては、合併症のない妊産婦及び新生児のケアを担う助産師が不足している。  

また、院内助産所・助産師外来の普及やハイリスク妊娠・出産の増加とともに、助産  

師の保健指導等への関与がこれまで以上に必要となっている。  

（6）新生児医療を担う看護師の不足   

新生児医療現場は常時3床当たり1名の看護師配置が求められるNICUと、常時8  

床当たり1名の看護師配置が求められるGCU（NICUに併設された回復期病室）か  

ら構成されている。新生児医療ニーズに比してNICUの絶対数が不足している地域で  

は、NICUは恒常的に満床の状態にあり、NICUへの新規入院患児が出ると，NI  

CUで管理している児をGCUに移して対応している実情がある。このためGCUにお  

いてもNICUと同等の高い看護レベルと看護師配置が求められるが、それに対応でき  

る看護職員が不足している。一方で、NICUに空床がある場合でも、看護職員の配置  

ができずに縮′J、して運営している施設も存在する。   

2 周産期医療機関の機能と相互連携の問題   

周産期母子医療センターはハイリスク患者を多く取り扱うべく整備されてきたが、地   

域のニーズ増大に対して、妊産婦救急症例及び低出生体重児、疾病新生児の受入能力が   

不足している。この患者受入能力の不足は、医療スタッフの不足と受入可能病床の不足   

が主な原因である。特にNICUは恒常的に満床かそれに近い状態にあり、これが周産   

期救急患者の受け入れを困難にしている。   

周産期母子医療センターにおける空床確保の困矧こ拍車をかけている要因として、周   

産期母子医療センター以外の施設でも対応可能な軽症例が周産期母子医療センターに   

搬送される傾向が強まっていることが挙げられる。これには、医師不足等により周産期   

母子医療センター以外の地域の中核病院の機能が低下していることに加えて、医療機関   

が未受診妊婦などの医学的・社会的ハイリスク妊婦の受け入れを躊躇する傾向や、結果   

責任を問われることへの不安及び患者の大病院志向が関与している。  

さらに、分娩施設の急激な減少により、地域によっては周産期母子医療センターに正  

常分娩が集中し、それがハイリスク患者のための空床確保を困難にしている。また、N  

ICUが満床となる理由には、低出生体重児の出生増加によって、NICU需要が拡大   

していること、また、NICU退室後の重症児に対する支援体制が十分でないことなど  
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から、NICUから退室できずに長期入院を続けている重症児が存在することなどもあ   

る。  

一方、医療スタッフの不足は、必要な当直医師数の確保などを困難にし、当直医が一  

人の患者の診療に当たっていれば、新たな救急患者が受け入れられない状況も生じてい  

る。   

これらのことが重なって、多くの地域で周産期母子医療センターがその機能を十分に  

果たせない実情がある。総合周産期母子医療センターが一施設のみの地域においては、  

当該センターがかろうじてその機能を果たしている場合も多いが、総合周産期母子医療  

センターが複数存在する大都市では、多数の患者を複数の総合周産期母子医療センター  

で分担して受け入れる体制をとる必要があり、そのために結果として搬送先の選定に時  

間を要する事例が発生している。また、ベッド不足や人員不足には地域間格差が存在し、  

地域内での患者受入能力が不十分な地域では隣接県の施設に依存せざるを得ない状況  

も存在する。特に、首都圏では県境を越えての搬送が常態化しており、より広域の連携  

の必要性も生じている。  

3 周産期救急医療と一般救急医療の連携の問題   

周産期医療体制は一般産科救急医療と胎児・新生児救急医療の範囲では、ほぼ自己完  

結的に対応することが可能で、特に新生児に関するネットワークは比較的順調に運用さ  

れてきた。一一方、母体救命救急においては、一般救急医療及びその関連診療分野との連  

携が受入体制の確保のため極めて重要であるが、現状は十分な体制が確保されていると  

はいえない【，周産期母子医療センター等に母体救命救急に対応可能な体制が併設されて  

いる施設でも、施設内での適切な連携体制が取られていない場合がある。また、同一施  

設に一般産科救急と新生児救急のいずれかが存在せず、施設間連携が必要な地域におい  

ても、その連携体制が十分整備されていないところが存在する。   

周産期救急患者に適切に対応するためには、初期、二次周産期医療機関において、個  

別症例ごとに、通常の周産期医療体制によって対応するか、母体救命救急症例として対  

応するかを判断する必要があるが、その判断基準について地域の医療機関と消防機関と   

の間でコンセンサスが形成されていない。  
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4 情報システムの問題   

周産期救急情報システムは、情報の更新を各医療機関に依存しているため、常にリア  

ルタイム情報が提示されているとは限らず、緊急時に必ずしも有用でない場合がある。  

また、情報のセンター化が遅れている地域や情報の迅速活用ができていない 地域も存在  

する。さらに、情報システムが都道府県ごとに別個に運営されているため、閲覧できる  

受入可能な医療機関の情報が県内に限られてしまい、県内の医療機関の受入能力が不足  

している地域では、搬送先の選定に困難を生じる場合がある。   

また、周産期医療体制構築の経緯が既述の背景を持つことから、半数以上の都道府県  

で一般救急のための救急医療情報システムと周産期救急情報システムがそれぞれ独立  

して運用されている。そのような地域では、母児両方に適切な医療を提供できる受入医  

療機関の選定を円滑に行えない場合がある。  

5 妊産婦死亡の実態が不明   

妊産婦死亡は、死亡診断書の記載時に、死亡と妊娠が関係づけられない場合には、統  

計上把握できない。間接死亡等の症例を含めれば、我が国の妊産婦死亡率は死亡診断書  

から推定される数値よりも35％高い値になることが指摘されている（厚生労働科学研  

究）。妊産婦死亡に関するデータを、標準的診療の設定、医療体制の改善及び疾病予防  

に正しくフィードバックできるように、死亡診断書の記載内容のあり方を見直し、正確  

な妊産婦死亡の実態を把握する必要がある。  

6 社会的ハイリスク妊婦の実情が不明   

妊娠中に産科医療機関を受診していない患者は、妊娠に関する基本情報がない。妊婦  

健診未受診の背景に社会的経済的ハイリスク要因が指摘されているが、合併症を有する  

頻度が高く医学的にもハイリスクである。このため、未受診妊婦を含めた社会的ハイリ  

スク要因を明らかにし、必要な対策を講ずる必要がある。  

第3 基本的な方針（検討における大前提）   

具体的な検討を行うに際し、議論の方向性を集約化するため、以下のような方針を大  

前提とした。   



1 国の責務   

少子化社会にあって、妊産婦・胎児・新生児を対象とする周産期医療が明日の日本社  

会を構築する基盤であるという認識のもと、政府として万全の体制を整備していくとい  

う意思を表明し、この領域における医療の「安全」と子を産み育てることへの国民の「安  

心」と「希望」の確保を最優先することを国の責務とする。   

周産期医療は、複雑な医療提供体制の中の一部であり、周産期医療のみを視野に入れ  

た全国画一的な対応では問題の解決が困難であることを自覚し、医療提供体制全体を捉  

えた上で、机上の空論に陥らず、現状を十分に踏まえた解決方法を模索しなければなら   

ない。   

医療提供体制は、都道府県が責任を持って構築すべきものであるが、国は日本全体を  

見据えた方向性を示す責務がある。  

国は、厳しい財政状況ではあるが、財源確保に努めつつ、医療現場に過度の負担がか  

かることのないよう、必要な財政支援や診療報酬上の措置等の対策を検討すべきである。  

2 地域の役割   

医療提供体制は地域ごとにそれぞれ異なった特性を有しており、国としての総括的な  

対応に加え、それぞれの地域においてその特性を踏まえた効果的な対策を講じなければ  

ならない。地方自治体や地域の医療コミュニティが動かなければ、問題は解決しないこ  

とを念頭に置くべきである。   

特に地方自治体は周産期救急医療体制が抱えている問題を正しく認識し、各種政策課  

題の中でその問題解決の優先度を適切に決定する責任がある。   

地方自治体は、地域における医療コミュニティとの連携を密にし、上記課題に対する  

対策を検討する必要がある。その際、社会的ハイリスク妊婦の対策についても併せて検  

討する必要がある。  

3 医療現場の役割   

医療機関の管理者は、周産期医療と救急医療の諸問題の重大さを認識し、その解決に  

向けて努力しなければならない。   

医療機関においては、医療の高度化と専門化により診療科別あるいは臓器別の医療に  

流れがちであるが、救急医療では多くの診療科の連携が不可欠である。これは周産期救  
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急医療においても同様であり医療機関の管理者は、産婦人科、小児科（新生児）、麻酔  

科、救急医療に関連する診療科及び救命救急センター等が協働して診療できる体制の構  

築に努める必要がある。   

一方、医療従事者は、医療に関わる様々な問題について自らもその原因を抽出すると  

ともに、国及び地方自治体に対して情報を発信し解決を目指した提言を行うべきである。  

また、救急医療では各診療科に関わる医学的知識と診療行為が必要であり、周産期に生  

じる急性病態についても、各診療科が協力してデータを集積、分析し、研究を進めてい  

く必要がある。  

4 国民、地域住民の協力   

より良い医療体制を保持するためには、地域住民の理解と協力が不可欠であり、患者  

側からの視点による問題点の指摘や要望の発信を行うなど、周産期医療、救急医療の体  

制向上への国民の積極的な関与が期待される。  

第4 周産期救急医療体制についての提言   

上記前提を踏まえつつ、周産期救急患者（妊産婦救急及び胎児・新生児救急）の受け  

入れが迅速かつ円滑に行われる体制を構築し、それらの体制を国民に対して広くわかり  

やすく提示し、もって国民の安心と安全を確保するため、本懇談会は国に対し以下の体  

制整備の推進を提言する。  

1現状の把握及び情報公開   

地域における搬送事例等の分析を綿密に行い現状把握に努める。それらの情報把握の  

あり方等については、地方自治体及び総務省消防庁とも連携し、その詳細を早急に検討  

する。なお、現に国が保有する各種統計調査のデータ等についても、積極的な活用のあ  

り方を検討する。  

2 関係者間の連携  

厚生労働省の救急医凍担当と周産期医療担当の連携の軍なる強化（平成21年1月1  

月に、救急・周産期医療等対策室を設置）に努める。併せて、総務省消防庁との連携に   



ついても、継続的な協力体制を確保する。また、都道府県も同様に担当部門間の連携体  

制の確保に努める。   

医療現場においても、救急医療部門と周産期医療部門（妊産婦救急及び胎児・新生児  

救急）及びその関係部門（脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科等）の連携を推進する。  

なお、これについては、日本産科婦人科学会・日本救急医学会による「地域母体救命救  

急体制整備のための基本的枠組の構築に関する提言」（平成20年11月18日）を参考  

とする。また、都道府県は、上記連携を強化して地域の実情に即した母体救命救急体制  

を整備するため、早急に検討の場を設ける。   

救急医療施設と後方施設との連携を強化する。これについては、NICUに長期入院  

している児童への対応に閲し、平成19年12月26日に4局連名通知（医改発第  

12260006号、雇児発第1226004号、社援発第1226002号、保発第1226001号）が発出  

されたところであるが、その効果を検証するとともに、更なる有効な対策を検討する。   

以上を達成するためには、行政組織や医療機関における“縦割り”を解消する必要が  

ある。  

3 医療機関のあり方と救急患者の搬送休制  

（1）医療機関の機能のあり方   

冒頭に既述したように、産科領域以外の急性期疾患を合併する妊産婦の診療という点  

では、これまで十分な体制整備がなされてこなかったことから、今後は、現在の周産期  

医療機能を損なうことなく、産科領域以外の急性期疾患を合併する妊産婦にも最善の医  

療が提供できるよう、周産期医療対策事業の見直しを行う。   

また、以上の内容を考慮し、地域のニーズに沿うよう幅を持たせつつ、中長期的視点  

にたって周産期母子医療センターの指定基準を見直す。なお、各周産期母子医療センタ  

ーは、現状で提供可能な診療機能を明示し、病態に応じた搬送先選定の迅速化に役立て  

る。  

（周産期母子医療センターの分類例）   

総合周産期母子医療センター（母体・胎児・新生児型）［MN型総合周産期センタ   

ー］   

産科・MFICU・／ト児科（新生児）・NICU（小児外科・小児心臓外科）   

救命救急センター・麻酔科・脳神経外科・心臓外科等  
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総合周産期母子医療センター（胎児・新生児型）［N型総合周産期センター］  

産科・MFICU・小児科（新生児）・NICU（小児外科・小児心臓外科）・麻  

酔科  

地域周産期母子医療センター（母体型）［M型地域周産期センター］  

産科・小児科（新生児）・救命救急センター・麻酔科・脳神経外科・心臓外科等  

・地域新生児搬送センター［N型地域周産期センター］  

小児科（新生児）・関連診療科（地域における新生児搬送及びそのコントロール機能   

を有する）   

上記の構想に沿って体制整備の詳細を検討する。その際、既存の周産期医療提供休制  

に支障を来すことのないよう配慮しつつ、地域のニーズや症例数に見合った施設の配置  

を検討する。   

なお、特に需要の多い都市部では、産科、小児科（新生児）、麻酔科、救急医療の関  

連診療科（脳神経外科、循環器内科、心臓外科など）を有し、救命救急センターを併設  

し、必要な設備及び人員を揃えた適正な規模の医療機関の整備を進める。この場合、2  

4時間患者を受け入れる体制のため空床確保などが必要であるが、病院の運営上は不採  

算となることが予想される。それに対し、また、医療機関が積極的に救急患者の受け入  

れを行うためにも、当該医療機関に経済的負担が掛からないような支援策を検討する。  

また、都道府県は、周産期母子医療センターの整備を進める際、地理的不均衡や機能的  

問題が生じないよう適切に配置する。  

（2）救急医療・周産期医療に対する財政支援とドクターフィー   

妊産婦の積極的な受け入れを推進するため、周産期母子医療センターに対して、週  

産期医療に関する診療実績を客観的に評価する仕組みの検討が必要である。   

医師に対しては、産科医・新生児医療担当医だけでなく、麻酔科、救急科、脳神経  

外科、循環器内科等、関連診療科医師の周産期医療に関わる活動、救命救急センター  

における医師の活動、また、他医療機関に出向いての応援診療や新生児の迎え搬送等  
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に対しドクターフィーのあり方を検討する。また、人員確保が困難な周産期医療に携  

わる助産師、看護師等に対する適正な評価も検討する。   

医療機関に対しては、救命救急センター及び二次救急医療機関での関連診療科にお  

ける妊産婦受入を推進するため、支援策を検討する。また、減少が続く初期・二次産  

科医療機関の周産期医療からの撤退を防ぐために、出産育児一時金の引き上げ等の措  

置を行う。   

上記の支援策については、診療実績等の客観的な評価に基づき講じられるべきであ   

る。  

（診療実績の評価項目の例）  

○母体について  

・ハイリスク妊娠・分娩取扱数   

・母体搬送の受入実績   

・母体救命救急症例受入実績  

○胎児・新生児について（新生児領域）   

・1000g未満児の取扱数   

・1500g未満児の取扱数  

■ 母体搬送の受入実績   

・新生児の受入実績   

・新生児搬送（迎え搬送、三角搬送、戻り搬送※）の実績   

・新生児外科手術件数  

※ 迎え搬送：受入医療機関の医師が救急車等で依頼元医療機関へ行き、新生児と同乗して自らの医療機  

関に搬送すること   

三角搬送：周産期母子医療センター等の医師が救急車等で依頼元医療機関へ行き、新生児と同乗して  

他の受入医療機関に搬送すること  

戻り搬送：状態が改善した妊産婦又は新生児を受入医療機関から搬送元医療機関等に搬送すること   

なお、医師が必要に応じて、複数の医療機関で医療行為を行うことができ、かつ、そ  

の活動が適切に評価される環境を整備するため、公務員である医師の兼業規程の運用を  

周知するとともに、その支援策を検討する。  
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（3）地域におけるネットワーク   

周産期救急医療の提供体制整備のためには、地域に根ざしたネットワークを構築する  

ことが重要であり、この地域ネットワークの構築には、周産期医療に関わるすべての医  

療機関及び医療従事者、保健福祉施設及び担当者、地域の保健医療行政の担当者及び地  

域住民の協力が必要である。  

（D 初期対応と初期救急  

・都道府県及び市町村は、それぞれの地域において、診療所・助産所を含む初期・  

二次の産婦人科医療機関による救急患者の初期対応と受入状況を把握する。  

・初期対応・受入能力の低下している地域においては、二次医療機関は初期医療機   

関の協力を得て休日夜間の診療体制を強化し、必要に応じて輪番制の整備等を推進  

する。この場合、産科初期救急患者の多くを占める妊娠初期の異常は産科医療と婦   

人科医療に区別することが困難であることから、妊娠初期に症状を訴える患者に対  

しては、その鑑別にこだわらず、周産期初期救急として適切に対応する必要がある。  

・初期対応のための周産期医療ネットワークについては、地域の需要や患者の利便  

性も考慮した体制を確保する。  

・他の診療分野の救急医療体制との連携を図り、産科以外の合併症疾患等への対応  

も円滑に行われる体制とする。  

② 高次医療機関の機能の強化と維持  

・都道府県は、地域内のハイリスク妊産婦の管理・治療が適切に行われるように、  

周産期母子医療センターの人員及び設備の強化を図る。  

・都道府県及び地域の医療関係者は、救急患者に関わる医療情報システムを整備し、   

初期・二次及び三次の産科医療機関の間で、各医療機関の診療機能や受入状況等の   

情報の共有化を進めるとともに、その情報の有効活用を促進する。  

・初期・二次の産科医療機関は、軽症及び中等症の患者への救急対応に関する相応   

の役割を分担し、総合周産期母子医療センターの重症救急患者の受入能力の確保に  

協力する。  

・総合周産期母子医療センターが受け入れた妊産婦及び新生児を、状態が改善した   

時に搬送元医療機関等に搬送する体制（戻り搬送）を促進する。   

国及び都道府県は、上記の体制整備に対して必要な支援策を検討する。  
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（4）医療機関等におけるリソースの維持・増強  

（》 NICUの確保   

周産期母子医療センターにおける搬送患者受入困難の主因がNICUの満床にある  

ことから、その解消を図ることが重要である。   

低出生体重児の増加及び長期医療を必要とする新生児の増加等によって、近年NIC  

Uが著しく不足していることを認識し、平成6年度の厚生科学研究において提示された  

NICU必要病床数、出生1万人対20床を見直す必要がある。   

・都道府県は、出生1万人対25～30床を当面の目標として、地域の実情に応  

じたNICUの整備を進める。NICUの規模については、現状の人的資源、  

勤務者の労働条件、患者の利便性等を考慮して最適化を図り、設置にあたって  

は闇雲に分散させることは避ける。   

・増床したNICUの適正運用のため、新生児医療を担う医師及び看護師の確保  

に努め、その対策として、例えば、新生児科の標梼や専門医の広告を認めるこ  

とや、専門看護師や認定看護師の取得を推進する。  

② 後方病床拡充とNICUに長期入院している重症児に対する支援体制の充実   

重度の呼吸障害等のため家庭に戻れずNICUに長期入院している重症児に対し、一  

人ひとりの児童にふさわしい療育・療養環境を確保するため、地域の実情に応じ、GC  

U、重症児に対応できる一般小児病床、重症心身障害児施設等の後方病床を整備するこ  

とが必要である。人員、設備ともに不十分な状況にある後方病床を整備し、NICUに  

入院している児童にとってふさわしい療育・療養環境への移行を促すことにより、NI  

CUの有効利用を可能とする。   

このため、GCUや一般小児病床等への手厚い看護職員配置など対応能力の強化や地  

域の実情に応じて重症心身障害児施設等の後方病床の整備の支援を進める必要がある。   

加えて、退院した重症児が安心して在宅療養できるよう、地域における一時預かりサ  

ービスの充実や訪問看護ステーションの活用促進に向け、その整備への支援を進める。  

併せて、緊急入院に対応できる病床の確保やレスパイトケアのために、例えば一般小児  

科病床の活用なども重要であり、独立行政法人国立病院機構をはじめとして全国の施設  

において短期入所病床を整備することに対する支援が求められる。  
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また、患者ニーズと地域の医療・福祉サービス等の支援の詳細を熟知しており、退院  

を支援する担当者（NICU入院児支援コーディネーター）を、総合周産期母子医療セ  

ンター等が配置することを支援する。  

③ 人的リソースの維持・拡充   

医療現場において医療関係者は現在きわめて過酷な条件下での勤務を余儀なくされ  

ている。この過酷な勤務の現状を放置したままで高度な医療対応のみを求めれば、医療  

関係者はさらに疲弊し、現場から離脱することが懸念される。それにより、医師不足、  

助産師不足、看護師不足や、初期分娩施設の減少が一層進み、既存の周産期医療提供体  

制の維持自体が困難になることは明らかで、人的リソースの維持・拡充はまさに喫緊の  

課題である。このため、諸外国の事例も参考にしつつ、以下に掲げる方策について検討  

し、そのための支援策を検討する。  

・医師の確保   

周産期救急医療に従事する医師がやりがいを感じつつ勤務を継続できることが妊  

婦と新生児の生命を守ることに直結しているとの認識を持たなければならない。   

産婦人科医に限らず、新生児医療担当医、麻酔科医、救急医などの実際に診療を行   

う医師を含め、時間外勤務、時間外の救急呼び出し対応（オンコール対応）等につい  

て、十分な実態把握調査を行い、適切に処遇するための医師の手当等に対する支援策  

皇膣鼓する。   

一方、医師確保のためには、当直翌日の勤務緩和、短時間正規雇用や交代勤務制等  

による勤務環境の改善を積極的に推進することが極めて重要である。そのためには、  

各医療機関が設定する定員数の増加が不可欠で、例えば、24時間集中治療を提供し  

ているNICUでは、新生児医療担当医の定員を7名以上とすることが必要である。  

麻酔科医についても機能に応じて各医療機関において必要な人員を定員化する必要  

がある。   

また、新たに産科医や新生児担当医を目指す若手医師に対する支援、新生児科の標  

樺や専門医の広告を認めること等が必要である。国及び都道府県は、大学や学会等が  

行う医師養成・確保事業への支援など、周産期医療を支える医師の確保・育成に取り  

組む必要がある。  
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・助産師の確保   

診療所等に勤務する助産師の確保や地域で妊産婦の保健指導を行う要員等として  

の助産師の確保が必要である。また、病院においては助産師による妊婦健康診査（助  

産師外来）や、チーム医療としての院内助産所を推進する必要がある。このためには、  

地域における助産師の確保や助産師の養成を推進するとともに、教育を充実させ助産  

師の資質の向上を図る必要がある。   

約2万6千人いる潜在助産師の発掘や他科に勤務する助産師を産科に呼び戻すこ   

と、また、助産師が充足している施設から不足している施設への出向を推進する体制  

を構築することなども確保策の一つである。  

・看護師の確保   

周産期医療に携わる看護師、特にNICUの看護師の不足を緩和するため、看護師  

が専門性を高め安全に看護に当たるための研修・教育の機会を確保することも重要で   

ある。特にNICUに関係する認定看護師等の専門性の高い看護師の養成や訪問看護  

師の重症心身障害児等に対する看護研修の強化が必要である。  

・女性医師の勤務継続支援   

離職防止及び産休・育休後の復職支援のため、院内保育所や病児・病後児保育の整  

備を促進するとともに、現存する種々の保育サービスの利用を支援する必要がある。  

また、短時間正規雇用や交代勤務制の導入等を進め、女性医師が継続して勤務できる  

環境を整備する。  

・救急隊員のスキルアップ   

妊産婦や新生児の搬送に関わる救急隊員のスキルアップのため、メディカルコント   

ロール体制の下で、救急隊員と医療関係者の連携を強化する。地域メディカルコント   

ロール体制を通じた救急隊員の訓練・教育に、周産期関係者が積極的に参加すること  

が求められる。  

・医師事務作業補助者の配置   

医師・助産師・看護師等が、それぞれの業務に専念できるよう、医師事務作業補助  

者を必要数配置する。  
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4 救急患者搬送体制の整備  

（1）母体搬送体制   

母体搬送には、妊産婦救急のための搬送と胎児及び出生後の新生児の治療のための搬  

送がある。特に母体救命救急に対しては、病態に応じた搬送体制の整備が急がれ、以下  

の対応が求められる。   

・専門家が医学的見地から十分に検討した上で、救急患者の病態に応じた搬送基  

準を作成する。同時に施設間転送と救急隊による直接搬送それぞれについての  

手順を定める。   

・周産期母子医療センターは、上記の基準に照らして救急患者の病態に応じた受  

入基準を作成するとともに、対応可能な病態を公表する。   

・周産期母子医療センターは、自院の体制を踏まえ、救急患者の受入れが円滑に  

できるよう関連診療科と綿密に協議し、連携を図る。   

・脳神経外科等の関連診療科を有しない周産期母子医療センターについては、近  

隣の救命救急センター等といつでも連携できる体制を整える。   

・都道府県は、周産期医療協議会、救急医療対策協議会やメディカルコントロー  

ル協議会といった医療関係者や消防関係者が集まる協議会等を活用し、周産期  

に関連する救急患者の受入先の選定、調整及び情報提供のあり方等を検討する。  

消防機関の搬送と病院前救護の質向上のためには、メディカルコントロール体  

制の確保が重要であり、メディカルコントロール協議会に周産期医療関係者も  

参画するなど、メディカルコントロール協議会においては周産期医療との連携  

に十分配慮する。   

・都道府県は、救急患者の搬送及び受入基準の運用にあたり、必要に応じて、重  

症患者に対応する医療機関を定める等、嚇円  

滑化の方策を検討し、実施す各とともに、そのために必要な医療機関に対する  

支援策を行う。  

（2）新生児搬送体制   

NICUのない施設や自宅で出生に至った低出生体重児などを搬送する新生児搬送  

体制についても整備を強化する。また、新生児の迎え搬送、三角搬送、戻り搬送などを  

担う医師等の活動を適正に評価する。都道府県が主体となって新生児搬送や母体搬送に  
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対応できるドクターカーを備え、併せて運転手、搬送担当医師及び看護師を確保する。  

その場合、ドクターカーの設置施設及び搬送の具体的な運用等については都道府県の周  

産期医療協議会で検討する。  

（3）広域搬送体制   

地域の必要性に応じて、県境を越えた医療機関及び救急隊との救急搬送ネットワーク  

を構築する。  

関係する都道府県及び周産期母子医療センター、周産期救急情報システムの役割につい  

ては周産期医療対策事業の見直しの中で、明確にする。   

広域搬送に際しては、救急医療用ヘリコプターや消防防災ヘリコプター等を活用した  

搬送体制を検討する。更に、県境を越えた搬送症例においては、家族の利便性の観点か  

ら、また母親が児に接する機会を増加させる意味でも戻り搬送の必要性は高く、これに  

対する休制整備を推進する。  

（4）戻り搬送   

総合周産期母子医療センターが受け入れた妊産婦及び新生児を、状態が改善し搬送元  

医療機関での受入が可能になった時に、搬送元医療機関等に搬送する体制（戻り搬送）  

を促進する。この時、病院及び家族の経済的負担を軽減するための対策等も検討する。  

5 救急医療情報システムの整備  

（1）周産期救急情報システムの改良   

・都道府県は、周産期救急情報システムの運用改善及びその充実を図るため、壊  

報センターを設置（必要に応じて複数県が共同で設置）する。また、搬送先選  

定の迅速化等のため調整を行う搬送コーディネーターを24時間体制で配置し、  

救急搬送を円滑に進めるために必要な体制整備を行う。   

1医療機関の空床情報や診療体制に関する正確な情報が迅速に伝達され、自動的  

にアップデートされ、さらに地域の関係諸機関において広く共有できるよう盈  

産期救急情報システムを改良する。そのため、情報通信技術の活用を検討する。   

・救急医療情報システムと周産期救急情報システムの統合または両者の連携を推  

進する。併せて、医師同士の情報交換ができる機能を付加することが望ましい。  
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また、助産所からの緊急事案に対応するために、助産所も利用できるシステム  

が望ましい。  

・空床情報の入力や転院依頼などの諸業務を担当する医師事務作業補助者の充葵  

を図る。また、戻り搬送を円滑に推進するためには、患者や家族に納得しても  

らえる十分なインフォームド・コンセントが必要で、それを担当する看護職員  

等の配置が望まれる。  

・地域によっては、県境を越えて共有できる情報システムを整備する。  

上記に対し、支援策を検討する。  

（2）搬送コーディネーターの役割   

搬送コーディネーターの地域の中核医療機関又は情報センター等への配置を促進し、  

そのための支援策を講ずる。搬送コーディネーターの職種と勤務場所は、地域の実情に  

応じて決める。その際、要員の候補として、周産期の実情に詳しい助産師等の活用を考  

慮する。  

（D搬送先照会・斡旋  

搬送コーディネーターは、24時間体制で医療機関や消防からの依頼を受け、ま  

た一般市民からの相談にも応じつつ搬送先の照会斡旋を行う。   

②情報収集  

搬送コーディネーターが医療機関に働きかけ、各周産期母子医療センターの応需  

状況に関する情報を能動的に収集・更新する。  

第5 地域住民の理解と協力の確保  

1 地域住民への情報公開   

救急医療は、地域の住民と医療提供者側とが共同で確保するものであり、より良い体  

制を保持するためには、住民の理解と協力が不可欠である。   

国、都道府県、医療機関は、住民のための相談窓口などを設け、積極的に情報の提供  

と交換を行う。例えば、アクセスが容易でわかりやすい携帯サイト等のポータルサイト  

を立ち上げ、情報センターの活用、小児救急電話相談事業（＃8000）などを充実さ  

せて、救急医療機関の情報等について、地域住民に積極的に公開する。  
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なお、提供すべき情報としては、以下のようなものが考えられるが、詳細については   

今後検討を行う。  

（提供項目の例）  

（1）地域の救急医療体制に関する基本情報  

（2）夜間休日の救急患者受入体制  

（3）住民が緊急時に医療機関にアクセスする方法に関する詳細情報  

（4）緊急時における患者や家族の対処方法に関する情報  

（5）各地域の周産期救急医療休制  

（6）各地域の分娩取扱施設・妊婦健診施設の情報  

（7）妊産婦や妊娠可能年齢の女性が留意すべき情報  

（8）新生児・乳児等の育児に関する情報  

2 地域住民の啓発活動   

地域の医療機関等を通じて地域住民に対する教育と指導を充実させ、ハイリスク妊娠  

の予防に努めるとともに、住民に妊婦健康診査の必要性について理解を求め、未受診妊  

婦の減少を図る。救急車の適正利用、高次医療機関の役割、戻り搬送の必要性等への啓  

発を促し、それらの活動への助産師や保健師の積極的参画を推進する。これには、診療  

所の医師等も協力する。   

緊急時の対処方法等について、地域が行う住民への啓発活動を支援する。   

国及び都道府県は、住民主催の勉強会の開催など地域住民による主体的な取り組みを  

支援し、住民とともに地域の周産期医療を守っていくことが重要である。  

第6 対策の効果の検証と改良サイクルの構築   

都道府県は、メディカルコントロール協議会や消防機関等と協力して、搬送先決定ま  

での時間等のデータを収集し、蠍こ公表する。   

また、国は、都道府県と協力して、周産期医療のデータ（妊産婦死亡率、周産期死亡  

率、新生児死亡率、乳幼児死亡率、上記死亡の各種疾患の内訳、死亡の場所、及びそれ  

らの地域別実績など）を分析し、定期的に公表する。  
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上記のデータに基づき、国及び都道府県は、必要な対策を講じ、その効果を検証し、  

検証結果に基づき更なる改良を加える。   

周産期医療を含む救急医療体制の向上のためには、以上の取り組みを継続し、改良サ  

イクルを形成することが肝要である。  

第7 おわりに   

本懇談会は、事案の重要さ及び緊急性に鑑み、国民が安心して出産に臨める周産期医  

療体制を整備すべく短期間で本報告書を取りまとめた。厚生労働省においては、財政支  

援や診療報酬上の措置等を検討するなど速やかに必要な対策を施すことを要請する。   

周産期救急医療体制の整備は、基本的には都道府県が地域の実情を踏まえて行うべき  

であるが、その基本方針は国が策定しなければならない。本報告書に示した提言は、我  

が国の周産期救急医療を向上させるためのグランドデザインである。今後、国は、健や  

か親子21に謳う母子保健政策としての周産期医療提供体制の一層の強化に努めると  

ともに、周産期救急医療を一般救急医療対策の中に位置づけるよう、医療計画に関する  

基本方針の改正を行い、中長期的視点から取り組むべき対策については、短期間に達成  

できるものではないことから、これを実現するためのロードマップを作成し都道府県等  

に明示することが望まれる。  
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「周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会」検討経緯  

第1回 平成20年11月5日   

○周産期医療と救急医療の現状と課題について   

○意見交換  

第2回 平成20年11月20日   

○地域の事例等についてヒアリング   

（助産師の取り組み、広島県の取り組み、青森県の取り組み）   

○今後の対策について議論  

第3回 平成20年11月25日   

○産科麻酔についてヒアリング   

○今後の対策について議論（短期的対策について）  

第4回 平成20年12月8日   

○重症心身障害児施設についてヒアリング   

○今後の対策について議論（中長期的対策について）  

第5回 平成20年12月18日   

○報告書（案）について  

第6回 平成21年2月3日   

○報告書（案）について  
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別添  

＜主な検討事項の一覧＞   

●既に対応又は対応中の事項   

・厚生労働省の救急医療担当と周産期医療担当の連携強化   

・医師の手当や勤務環境の改善等のための財政支援   

・母体搬送コーディネーターの配置への支援   

・出産育児一時金の引き上げ  

●平成20年度末までに検討すべき事項   

・周産期母子医療センター等の実態調査   

・周産期医療体制の整備指針（周産期母子医療センターの指定基準を含む）の見  

直し   

t 周産期救急情報システムの改良   

・公務員である医師の兼業規程の運用について周知  

※ 周産期母子医療センター等の見直しに際しては、厚生労働科学研究班において、具   

体的な検討を行う。   

主な検討内容）周産期母子医療センターの機能の把握、再分類と指定基準、初期・二  

次周産期医療機関を含めた地域ネットワーク、周産期医療と救急医療の連  

携、周産期救急患者の病態に応じた搬送・受入基準、広域搬送、迎え搬送、  

三角搬送、戻り搬送、医師・看護師の行う新生児緊急搬送、コーディネー  
ター、搬送・受入の迅速化・円滑化の方策、情報公開のあり方等  

●平成21年度以降に検討すべき事項   

・、医療計画の基本方針の見直し   

・NICUの整備への支援   

・GCUや一般小児病床等の手厚い看護職員配置など対応能力の強化の方策   

・重症心身障害児施設等の後方病床及び短期入所並びに重症心身障害児が入院で  

きる小児病床の整備への支援   

・重症心身障害児の在宅療養の支援   

・周産期医療対策事業の見直し   

・周産期救急患者の病態に応じた搬送・受入基準の作成   

・必要に応じ県境を越えた救急搬送ネットワークの構築   

・搬送元医療機関等に搬送する体制（戻り搬送）の促進   

・新生児科の標傍や専門医の広告の許可   

・周産期母子医療センターの評価の仕組み   

・地域住民の主体的な取り組みに対する支援   

・救急搬送の実態把握  

財政支援や診療報酬上の措置等  
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